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議 事 日 程  （第３号） 

 

令和４年３月４日（金）午前10時開議 

 

日程第１        一般質問 

             質問順序  １．12番 加藤 弘己 

                   ２．１番 柴田 一雄 

                   ３．７番 土屋 和幸 

                   ４．17番 神谷 里枝 

                   ５．８番 高柳 達弥 

 

 

 

○本日の会議に付した事件┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄議事日程に掲げた事件に同じ 

○出席及び欠席議員┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 

○説明のため出席した者┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 

○職務のため議場に出席した事務局職員┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 
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午前10時00分 開議 

○議長（馬場 衛） ただいまの出席議員は18名で

あります。定足数に達しておりますので、本日の会

議を開きます。 

 本日は傍聴席へ報道機関が入っております。なお、

撮影を許可した者には許可証を交付しておりますの

で御報告いたします。 

 ここで、副議長より挨拶を申し上げます。 

  〔副議長 竹内祐子登壇〕 

○副議長（竹内祐子） おはようございます。 

 皆様には、いつも市議会に関心をお寄せいただき

ありがとうございます。議会を代表して、お礼を申

し上げますとともに、一言、御挨拶申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症は、オミクロン株の流

行でいまだに不安が続いています。最前線で御尽力

いただいている医療、介護、保育などのエッセンシ

ャルワーカーの皆様には心から感謝申し上げます。 

 私たち湖西市議会では、感染症対策に努め、広い

会場で三密を避けた活動に取り組んでいます。 

 ３年前からタブレットを導入したことで、研修や

視察はリモートで行っています。コロナで日常生活

の動きがデジタル化へ進んでいる中、市では誰一人

取り残さない施策としてスマートフォンを持ったこ

とのない方へのスマホ教室や、ＬＩＮＥという機能

を使って買物や食事などがお得に楽しめるように、

サービス提供を発信したりしています。 

 ２月１日に、市内の高校生から湖西市に将来住み

たいと思えるまちづくりに関する請願書が馬場 衛

議長へ提出されました。 

 内容は、高校生でも使えるデマンドバスの学割な

どの移動手段の検討、インスタグラム等で若い世代

へ湖西市の情報発信を検討してほしい、サイクリン

グロードを生かしたパーキングエリア整備、海や湖

を生かした観光レジャー施設の誘致などでした。議

会として、貴重な高校生の意見を市政へ届けていき

たいと思います。 

 また、１月28日に自治体議会研究所の高沖秀宣氏

による議員研修を行いました。一般質問を議会の活

性化につなげ、政策提案に結びつけていくことが市

民へ還元する方法と御教示いただきましたので、馬

場議長の下、チーム湖西市議会になれるように研修

の成果を生かしていきたいと思います。 

 さて、今定例会では本日から15人の議員が一般質

問されます。水道事業の課題、不登校児童生徒への

支援、新型コロナ感染症対策、湖西市の観光やデジ

タル時代への対応についてなどです。市民生活に密

着した課題について質問をいたします。 

 一般質問は行政チェックを行うとともに、市政発

展を目指すものです。お時間の許される限り、１人

でも多くの方の傍聴、ＹｏｕＴｕｂｅ等での視聴を

お願い申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。 

 本日はありがとうございました。 

○議長（馬場 衛） 挨拶は終わりました。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでござ

います。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第１ 一般質問を行いま

す。 

 今回は、15名の議員の一般質問が通告されており

ます。一般質問の日程を本日から３日間予定してお

りますので、本日５名、７日に５名、８日に５名の

一般質問を行うことといたします。予定された３日

間の日程で全ての一般質問が終えられるよう、質問

者及び答弁者の御協力を強くお願いいたします。 

 本日の質問順序は、受付順により１番 加藤弘己

君、２番 柴田一雄君、３番 土屋和幸君、４番 

神谷里枝さん、５番 高柳達弥君、と決定いたしま

す。 

 初めに、12番 加藤弘己君の発言を許します。そ

れでは、12番 加藤弘己君どうぞ。 

  〔12番 加藤弘己登壇〕 

○12番（加藤弘己） 12番 加藤弘己でございます。

通告に従いまして、一般質問を行います。 

 まず、主題ですけど水道事業の問題への対応でご

ざいます。 

 質問しようとする背景や経緯でございます。ＳＤ

Ｇｓの目標６には安全な水とトイレを世界中にとあ

り、この水資源分野において日本は世界有数の高い

技術力を有しており、水資源に関して政府開発援助

として世界最大の貢献をしていると言われています。
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蛇口から出る水を安心していつでも飲める国は、世

界の中でも多くはありません。 

 水道は、住民の生活や事業活動にはなくてはなら

ないライフラインです。将来にわたる安心・安全な

水の安定供給は、市民誰もが望むものであります。

しかしながら、令和３年度に策定した湖西市新水道

ビジョンによれば、湖西市の水道事業は大きな課題

に直面しております。例えば、使用水量の減少によ

り料金収入が減少傾向にあること、今後は人口減少

が予測されるといった社会構造の変化に伴い、ます

ますその傾向は顕著になると見込まれていることで

す。 

 一方で、布設から30年以上経過した管路が約３割

弱を占めており、これらの管路は10年以内に全て法

定耐用年数に達します。近年、一斉に更新時期を迎

えております。また、浄水場など設備・施設の老朽

化も深刻な状態です。頻発する災害に備え、水道施

設の耐震化・強靭化も急務となってきております。

今後、いかに水道インフラを守り抜けるかが重要な

課題であります。また、水道事業を担う職員は定数

削減のしわ寄せを受けており、今後いかに資金や人

材を確保するかが重要となっております。 

 質問の目的でございます。安心・安全な水の安定

供給のためです。 

 それでは質問事項に入りたいと思います。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○12番（加藤弘己） １番、将来の水需要のシミュ

レーションでは、給水人口の減少に伴い有収水量は

３割以上減少する見通しとなっていますが、その課

題に対する具体的な対策を伺います。 

○議長（馬場 衛） 登壇して、答弁をお願いいた

します。環境部長。 

  〔環境部長 川上惠資登壇〕 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 最新の水需要のシミュレーションでは、給水人口

の減少に伴う給水収益の減少に加え、今後、施設の

老朽化による更新事業費が増加することが想定され

ることから、水道事業の経営に大きく影響を与えま

す。このため、収支の均衡を図るよう、様々な対策

を進めてまいります。 

 収入の面では、料金改定の検討や企業債の借入れ

を行い、将来の資金確保を行ってまいります。 

 また、支出の面では将来の水需要を踏まえた施設

の統廃合や水道管を細くするダウンサイジングなど

の投資費用の合理化、料金収納業務を豊橋市に集約

し、共同で行うことにより業務の効率化を行うシェ

アードサービスなどの事務の効率化・合理化を進め、

支出の削減に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） ありがとうございます。ちょ

っと確認したいんですけど、給水人口が減るという

ことなんですけど、現在６万人弱が将来は３万人強

となると。それから水需要が１日当たり１万7,000

立米ですか、それが１万2,000立米ぐらいになると

いうことで間違いないでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） おっしゃるとおりでござ

います。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） それから、今製造された水の

うち料金が得られるものだけが話に出てました有効

率ではなくて有収水量というようなことなのでしょ

うか、そこら辺をちょっと教えていただきたい。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 料金のことが係るものが有収水量ということで、

そちらのほうで検討させていただいております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） そうしますと、約70％になる

というようなことですと、３割がつくっても使われ

ない水ということの理解でよろしいでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 当然、需要が少なくなればポンプでくむ水、それ

から買う水、そちらのも少なくしていくということ

を検討していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 
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○12番（加藤弘己） 分かりました。 

 それから、先ほどシェアードサービスというお話

が出たんですけど、シェアードサービスというのは

多分工事のほうじゃなくて、共通系の総務だとか業

務だとか税務だとか間接的な作業を指すことだと思

うんですけど、しかしこれがかなり任せてしまうと

分からなくなるんじゃないかなという心配があるん

ですけど、それは後のほうで出ますけど、このシェ

アードサービスについてコメントしていただけませ

んか。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 現在、豊橋市との共同で料金の収納業務をある会

社へ委託するというような形で作業のほうを進めて

おります。 

 単独で行う場合には、大変高い費用がかかるとい

うことでしたが、豊橋市と共同で行うことにより費

用対効果、非常に高いものになるということで今回

は豊橋市との共同でということでやらせていただく

形になりました。 

 それから、先ほど議員おっしゃったとおり今回の

シェアードサービスにつきましては料金の収納業務

だけということでやらせていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） 間接的な業務を出してるとい

うようなことですね、分かりました。 

 それでは、２番目の質問に行きます。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○12番（加藤弘己） 湖西市は費用削減効果や業務

の効率化の対策として広域連携、新技術導入を含め

た業務改善を行うことをビジョンの中で打ち出して

おります。 

 現在、愛知県豊橋市との水道料金収納業務の共同

化を進めておりますが、料金収納業務以外の連携を

検討してるのか、お伺いします。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 先ほどの回答と少し重複するところがございます

が、現在、豊橋市との水道料金収納業務の共同化を

令和４年４月１日から開始するよう準備を進めてい

るところであります。 

 現状では、豊橋市と湖西市をつなぐ災害時水道緊

急連絡管が布設されており、毎年、豊橋市と連携し

て応急給水訓練を実施しております。 

 今後、同業務の開始に伴い、両市の情報共有や意

見交換などを今以上に積極的に行い、さらなる技術

水準の向上を図るなど、その他の業務連携への可能

性について、今後検討していきたいというふうに考

えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） そうしますと、事業統合を前

提とした広域化に加えて、例えば資材の共同購入だ

とか電算システムの供用化といった他事業者との事

業連携を加えて推進していくのか、そこら辺の将来

的な広域化に対する方向性の御所見をお願いいたし

ます。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 豊橋市との共同とはちょっと違うんですが、現在、

静岡県が遠州広域水道を受水しております４市１町

の、遠州圏域における広域化の検討の足がかりとな

るようなシミュレーションを実施してございます。

今後は、県を含めた受水市町における協議が進めら

れていくものと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） ありがとうございます。 

 それでは、３番目に行きます。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○12番（加藤弘己） 近年、水道事業の経営改善の

手法として民間の資金やノウハウを活用する官民連

携の推進が言われております。平成23年６月には、

ＰＦＩ法改正により地方公共団体が経営権を残しつ

つ、民間会社が水道施設等の運営権を所有し、管理

運営を行うことができるコンセッション方式が創設

されるなど、事業運営がめまぐるしく変化している

中、湖西市では具体的な官民連携の検討を行ってい

るのか、また官民連携が設備の更改、業務の円滑な
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遂行等の課題解決の万能策として考えているのかを

伺います。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 本市では、新たな官民連携として令和３年12月に

サーラエナジー株式会社と包括連携協定書に基づき、

水道事業者とガス事業者の事業連携に関する合意書

を締結いたしました。 

 具体的な事業連携の内容ですが、令和４年４月よ

り開始を予定します水道料金等のクレジット決済で

の連携、水道と都市ガスとのスマートメーターを活

用した共同自動検針の実証実験、管路整備の同調工

事におけるコスト削減などの効果検証を行っていき

たいと考えております。 

 官民連携により、設備の更新等については民間が

持つ高い見地やノウハウを活用できること、また業

務の遂行に当たってはサービスなどにおける創意工

夫を提供することができる等のメリットがあると考

えております。しかしながら、コンセッション方式

のような民間会社が運営権を所有し、管理・運営を

行うことにより利益を重視するあまり、水質の低下

や料金の高騰等が懸念される面もあると考えられま

す。そのため、官民連携が課題解決の万能策となる

とまでは考えておりませんが、連携により利用者へ

のサービス向上が図られるものについては、積極的

に取り入れていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） ありがとうございます。確か

に、部長がお話しされたように民間になると利益を

追求するばかりか、株主に返さなあかんというよう

なことで利益を追求するんで、まずいところも出て

くるよというような話なんですけど、先ほど言った

ようにあくまでも市民のためのサービス向上のため

にというようなことでいいんじゃないかなとは思っ

てますけど、そこら辺のことをしっかりと市が定め

て、市が業務を行う公益性ということをよく考えて、

それから業務を行うことにしっかり維持していくと

いうようなこと、そこら辺をしっかり考えていただ

きたいなと思います。 

 それから、あくまでも民間ですから倒産するよう

なこともありますので、そこら辺のことも十分監視

する必要があるじゃないかなと思います。もしその

ようになりましたら。 

 それから、市側が事業運営に関わらないため、先

ほども出ましたけど間接部門のところをかなり出す

というようなことですけど、ここになると技術的な

ものもかなり出してくるということなので、水道事

業に携わる職員が今減少しておりますし、技術の低

下にもならないんじゃないかなという危惧がされま

すのでそこら辺も十分、後でまた職員の育成とかそ

ういうのについて質問したいと思いますけど、そこ

ら辺のことだけ十分、水道は他人様がやってくれる

というようなことでないように、十分注意しておい

しい安心・安全な水を供給するようにしていただき

たいなと思っております。 

 では、次の質問に参ります。 

○議長（馬場 衛） ４番目ですね、どうぞ。 

○12番（加藤弘己） ４番目。現在、新技術の導入

として市の北部地区でスマートメーターの実装実験

を行っておりますが、具体的な施策効果と市内全域

への導入に向けた計画についてお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 現在、知波田・入出地区を中心にスマートメータ

ー1,890個を本年度末までに設置するよう交換作業

を進めております。 

 令和３年12月には、知波田地区900個の交換作業

が完了し、自動検針とともに携帯電話のショートメ

ッセージサービスと呼ばれるＳＭＳによる検針票の

配信サービスを開始したところでございます。 

 施策効果につきましては、これまで従来の検針員

による検針方法で作業時間が延べ５日間かかってい

たものが自動検針により５分以内で完了するなど、

業務の効率化が図られており、令和４年度からは検

針データを料金システムへ直接取り込むことなど、

さらなる業務時間の短縮に期待できると考えており

ます。 

 また、ＳＭＳ配信サービスでは直接利用者へ検針

データを送付することで、検針表の紛失などのリス
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ク回避や、ペーパーレス化が図られるなど効果を得

ております。 

 今後、紙の消費量の削減による環境保全への取組

や業務の効率化とともに、電子申請や電子決済と連

動したＤＸの推進、さらには現在、豊橋技術科学大

学を中心としたデータ利活用の共同研究を進め、水

道管のダウンサイジングや残留塩素濃度の研究を行

うなど、様々な業務における効果に期待していると

ころでございます。 

 市内全域への導入に向けた計画につきましては、

現在、これらの効果を基に導入に伴うイニシャルコ

ストやランニングコスト、またさらなる業務のデジ

タル化を踏まえた効果検証を整理した上で、進めて

いきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） ありがとうございます。今部

長のお話を聞いてると、これで安心みたいな感じな

んですけど、確実に実行していっていただきたいと

思っております。 

 それでは５番目の質問でいいでしょうか。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○12番（加藤弘己） ビジョンには法定耐用年数を

超過する浄水場水道管について、適切な維持管理を

行いながら技術的な知見を基に更新時期を設定する

とあるが、どのような維持管理を行うのか、お伺い

いたします。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 これまでの水道事業体では、浄水場や水道管など

の水道施設の更新は法定耐用年数を基準として行っ

ておりましたが、点検・補修等を行いながら可能な

限り延命化を図る方針に切り替えております。 

 湖西市においても、今後の給水収益の減少を踏ま

え、更新事業費の抑制や投資額の平準化を目的に、

他事業体の更新基準年数の設定事例や研究報告など

の技術的知見から、更新基準年数の設置を行い、更

新事業費が集中しないよう、更新基準年数に対して

前後10年のスライド期間を設けた目標耐用年数を定

めました。 

 これを踏まえ、国道や県道に布設された管路や基

幹管路等の重要管路は、目標耐用年数以内に確実に

更新を行い、その他の管路においても現実的な投資

額を考慮しつつも漏水対策等を行いながら、適正な

施設管理を行ってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） ありがとうございます。耐用

年数が10年遅らせるというようなことですので、特

に財政的には単純に見ますと年間10億円ぐらい要る

というような試算も出ておりましたので、これは非

常に現実的ではないんで、いろいろなそういうよう

な方法を取ってやっていくというようなことで結構

なことじゃないかなと思います。 

 特に、耐用年数を超えたのが３割もあるというこ

となんですので、耐用年数を経過した配管の更新に

ついて、優先順位だとかそういうようなものはどう

やって決めていくのかなと、病院だとか市役所のと

ころとかそういうのは優先するのか、そこは新しく

替えてあるのか、そこら辺のことについてお伺いい

たします。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 先ほども答弁いたしましたが、国道や県道に布設

された管路や基幹管路等の重要な管路は、目標耐用

年数以内に確実に更新を行います。 

 重要管路の中に、先ほど議員がおっしゃいました

病院ですとか学校ですとか、災害時の重点になると

ころ、そういうところはこの重要管路ということで

考えております。そのほかの管路につきましては、

都市機能誘導区域や居住誘導区域にある管路、また

漏水などによる被害の範囲が大きい管路につきまし

ては重要度を高くし、優先的に整備をしていきたい

と考えております。また、重要度が同じであれば耐

震性の低い管路を優先するよう考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） ありがとうございます。 

 それでは、今近年は自然災害が非常に多いんです

けど、つい１年ぐらい前ですか、規模は全然違いま
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すけど四国、中国地方のほうで橋に架かってる管渠

が破裂して駄目になったということで、何週間も断

水したというようなことがあるわけなんですけど、

湖西市において地震、台風、洪水等に影響されやす

い水管橋があると思うんですよね。湖西市の場合は

そんな太いものではないんですけど、若干さびてた

り被覆が飛んでいるようなところも見受けられます。 

 それから橋のところ、橋に添架されているところ、

そこが支点になりましてちょっとした地震で漏水の

原因になると、パラペットの付近に、あそこら辺が

どうしても土被りも浅くなるし、災害には弱いんで

どうするかと、そういうような点検とプラントとい

うのか施設の管理はどのようにされてるか、伺いま

す。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 水管橋や添架管は、市内に議員がおっしゃるとお

り存在しております。 

 特に管渠に添架しております配水管は数多くあり

ます。管理・点検につきましては、現場の立会いや

施設の点検時のように現場に赴く際には水管橋や添

架管のみならず、配水管の漏水状況を確認している

ようにしてございます。 

 また、サーラエナジー株式会社との連携の中で、

社員がガス管のパトロール中に漏水を発見した場合

には、水道課に通報いただく体制の構築を現在行っ

ております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） ありがとうございます。特に、

水道管は多社間埋設物の工事、下水だとか電気、電

話の工事のときによく支障移転されますので、ここ

ら辺もしっかりと見ておいていただきたいなと思い

ます。 

 それから、今水道管は現在土被りは１メーター20

センチですか、標準は。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） 今、水道管につきまして

は浅埋という形でオーケーになりましたので600ミ

リでやっております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） 分かりました。確かに口径が

小さいのと管種が丈夫になったというようなことで、

大型のにも耐えられるということで浅くなったなと

思いますので、これは浅くなると工事費が掘削する

だけで３分の１ぐらい減るんで、ここら辺も有効に

して使っていただきたいなと、支障移転なんかのと

きに現在の１メーター20センチ配置のをまた安全に

浅くするとか、そういうようなことも考えていただ

きたいと思います。 

 それでは６番目の質問よろしいですか。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○12番（加藤弘己） ビジョンには、2023年度まで

に料金改定率・料金体系の両面から今後の料金改定

方針を整理し、適正かつ計画的な料金改定に向け検

討を進めるとの一方で、企業債残高は2038年には償

還が完了となっているが、今後の投資だとか財政方

針を伺います。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 最新の投資財政シミュレーションでは、新たに企

業債の借入れを行っても2036年度以降は赤字に転じ、

2049年度以降には内部留保資金が不足する見通しと

なっております。 

 このため、適正な施設管理を踏まえた投資計画を

維持しつつ、不足する資金調達は企業債の借入れに

加え、料金改定を実施していきたいと考えておりま

す。 

 なお、料金改定については独立採算の原則に基づ

き、不足する資金については市からの繰入金で確保

するのではなく、水道料金で確保する方針で検討し

ていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） ありがとうございます。あま

り市に、自己のあれでやってほしいなと思っており

ます。なかなか難しいところもありますけど。 

 ちょっと再質問したいと思うんですけど、料金改

定の検討について、この組織体制とかそういうよう
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なもの、どのようにして検討していくのかお伺いし

ます。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 料金改定の検討に当たりましては、有識者による

外部委員会を立ち上げ、進めていきたいというふう

に考えております。 

 料金改定は、市民生活に直結することから、世代

間の不公平感がないよう十分議論を行い、検討を進

めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） ありがとうございます。 

 もう一つ、ちなみに浜松市と豊橋市の単位当たり

の水道料金、これは一番細い家庭配水で結構ですの

で、水道料金はどんなふうかなと。それと、静岡県

では高いほうなのか安いほうなのか真ん中なのか、

そこら辺をちょっと教えてもらいたいんですけど。

それと、湖西市の平均水道料金はどのぐらいかとい

うことです。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 口径13ミリで１か月当たり20立方メートルを使用

した場合の料金でございますが、湖西市が2,750円、

質問のありました浜松市が2,156円、それから豊橋

市、これはちょっと大分安いんですが1,507円でご

ざいます。 

 静岡県内の順位という形になりますと、湖西市は

上から６番目になります。 

 それから平均の水道料金ということですが、令和

３年２月、３月の家庭用として使用した水道料金の

平均でございますが、6,059円となっております。

こちらにつきましては２か月分ですが、２か月の平

均ということで量としては36立方メートルという形

になっております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） ありがとうございます。やは

り浜松市とか豊橋市というのは、水を供給するとこ

ろが川があるからなのか、そこら辺なんですかね。

それと、２か月で6,059円というとほかの例えば電

気、それからガス、電話、ここら辺に比べるとそう

べらぼうには高くないけど、安いにこしたことない

んで、今後検討するときに少しでも豊橋市に近づけ

るように、上から６番目というのはあんまり安くな

いと思いますので、ここら辺のこともよく考えて、

湖西市に住みたいと、水道も安いから、水道もおい

しいし住みたいというようなことになるように、頑

張ってもらいたいと思います。 

 それでは、７番目の質問に行きます。 

○議長（馬場 衛） ７番目ですね、どうぞ。 

○12番（加藤弘己） 将来更新・投資事業量が増え

る中、また業務サービスの維持・技術力の確保につ

いて懸念される中で、職員のスキルアップや技術職

員の育成、新規採用、業務委託などの将来計画を伺

います。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（川上惠資） お答えいたします。 

 技術職員につきましては、他の自治体においても

不足しており、次世代の中心となる20代、30代の職

員が少なくなっております。本市の水道課において

も同様に、若手技術職員が少なく、40代の職員が中

心となって工事を進めております。水道施設の更新

や配水管の耐震化を進めるため、多くの工事を発注

する必要があり、専門的な研修を受講する時間もな

く、ＯＪＴのみにより若手技術職員の育成を行って

いるのが実情でございます。 

 管路の設計等については、全ての現場の設計を外

部委託してしまいますと、技術職員が設計をできな

くなってしまうおそれもあることから、比較的大規

模な現場を抽出して外部委託を行うことで、設計に

係る業務の軽減を図っております。今後も継続して

いきたいというふうに考えております。 

 水道事業は、市民に密接する生活インフラであり、

将来においても水道施設や管路の更新工事は決して

なくなることはない事業でございます。切れ目なく、

技術力の育成や継承ができるよう、計画的に技術職

員を確保できるよう努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 
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○12番（加藤弘己） ありがとうございます。水道

事業は直接水道に携わってる職員だけじゃなくて、

税を集めるところ財政、それから企画するところ、

人事をするところいろいろ全てが影響するんで、全

てにいろいろ考えていただきたいなと思ってるんで

すけど、特に水道業務に直接携わる者につきまして

は、先ほど部長が言いましたように技術が落ちてし

まうと。これは、みんな民間に任せてしまえば仕事

は楽なのかもしれませんけど、究極の目的は安心し

て安全な水を頂けるというところですので、そこら

辺をしっかり考えていただきたいと。 

 それから、アウトソーシングなんかでも結構なん

ですけど、それをしっかりチェックできる人間、外

に出してもしっかり監視できる人間を、これは水道

だけじゃなくて全てのところで真剣に考えていただ

きたいなと思っております。 

 それから、特に技術職員につきましては管工事技

術者とか土木施工管理技術者とかそういうようなも

のがありますので、それからコンサルタントの資格

も取れるし、技術士とまではいきませんけどそうよ

うなことがありますので、しっかり勉強させてやっ

ていただきたいなと。 

 特に、そういう資格を取るときには１か所に監督

指導をした者だとかそういういろんな条件がありま

すので、そこら辺を考えて必ず二、三人おるぐらい

のことを考えてやっていただきたいと思いますので

よろしくお願いします。 

 この水道に関する課題の対応については以上でご

ざいます。 

○議長（馬場 衛） では、２番目の施政方針のほ

うですね、次は。 

○12番（加藤弘己） じゃあ、２番目の施政方針に

ついての質問をします。 

 質問しようとする背景や経緯でございますが、東

名高速道路三ケ日ジャンクションと三河港を結ぶ計

画の浜松湖西豊橋道路のルート帯案と市内へのイン

ターチェンジの配置が令和３年11月24日に示されま

した。 

 インターチェンジ周辺の土地の利活用により、飛

躍的な発展が期待されておりますということでござ

います。 

 質問の目的は、新たな商工業・住宅用地のニーズ

に対応し、物流生産性の向上、産業競争力の強化、

高速道路へのアクセス性の向上、大規模災害への備

えなど国土強靭化の観点からも重要な社会インフラ

など、市の魅力として知名度向上を図り、湖西市発

展に寄与するためでございます。 

 質問の１、令和３年11月１日に設置された土地利

活用推進本部が掲げたインターチェンジ付近の開発、

土地計画の全体像の策定、工業用地確保に向けた中

長期計画の策定、住宅用地確保に関する効果的な政

策の実行と４項目から成る基本方針の策定状況と組

織の現状と将来像をお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛）市長、お願いします。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 まさに今、加藤議員おっしゃったような中長期の

プロジェクトとして、飛躍的な発展に向けて進めて

いるところです。また、今の御質問の冒頭にあった

浜松湖西豊橋道路に関しましては、これは加藤議員

はじめ多くの市議の有志の皆さんが何度も国土交通

省ですとか関係各方面に足を運んでいただいて、現

在進行形ですけども一緒に活動いただいてることを

改めて感謝を申し上げたいというふうに思います。 

 それで、御質問にあったとおり今回の昨年11月方

針、インターチェンジ等々の方針決定前進を受けま

して、土地の利活用推進本部を組織、設置させてい

ただきました。これで、今議員のおっしゃった４つ

の例えば土地利活用に関するグランドデザイン等々、

４項目を基本方針として定めておりますのでこちら

のほうを、やはりどこの部局だけ、例えば土木とか

都市整備だけではなくて庁内横断的、市全体でこれ

を推進していくということで、土地利活用の推進本

部を中心に関係の各課が連携をして進めていくとい

うことで今行わせていただいております。 

 さらに、これから実行面でやっていかなければい

けないわけですけれども、例えば実行面ではこれま

でも市のほうで実施をしてきました企業の皆さんと

意見交換したりヒアリングを行う中で、工業用地を

新たに取得したい、拡張したいというような御希望

が、大体市内に20ヘクタールから30ヘクタールぐら
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い用地が欲しい、必要だというようなお話も分かっ

てきました。こういったものを分析していきながら、

これからももちろんそういった相談は継続的にある

と思いますので、今回、この土地利活用の推進本部

の設置に伴って、企業からの用地の相談等の窓口の

ほうを、今までどうしても都市計画、都市整備部だ

とか産業部に分かれていたんですけれども窓口の一

本化、ワンストップでの窓口とさせていただいたと

ころです。もちろんその関係の産業部とか環境部と

か連携は行っていきますけれども、そういった窓口

を一元化することでリアルタイムに要望状況とか進

捗状況も把握をさせていただくということと、組織

的には、もう来月ですけれども令和４年度からとい

うことで都市整備部内、都市計画課の中にもまちづ

くりの企画係という形で、組織的にも人員も増強し

ながら前向きに進めていく予定となっております。 

 もちろんこれは土地のお話でもありますし、一朝

一夕にはということ、なかなか短期ですぐ１年後ど

うなったというものではもちろんありませんけれど

も、10年とか15年後、20年後にはこういったものが

できましたね、そこに宅地だとか工業団地とか商業

施設とか持続可能なまちづくりに、職住近接につな

がりましたねとなっていくような形で浜松湖西豊橋

道路や、今やってる浜名湖西岸の区画整理を中心に

さらにそこを発展させていくことを中心に、前向き

に一体となって市の組織も部局横断的に前向きに進

めていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） ありがとうございます。この

件につきましては、出発点に立ったというところで

すので、なかなかまだ決定されてないところもあり

ますし、公表できないようなところも間々あると思

いますので、公表されて発表できるようなものがあ

りましたら、少なくとも建設環境委員会ぐらいには

優先的に、早めに、ただし公表していいところをお

知らせ願いたいなと思ってます。 

 ２番目の質問いいでしょうか。 

○議長（馬場 衛） ２番ですね、どうぞ。 

○12番（加藤弘己） 早期実現に向けた取組のため、

土地利活用推進本部の国、県及び関連部門への対応

方針や政策ロードマップ、大まかなもので結構です

のでロードマップなんかいつどのぐらいまでに、無

駄になるかもしれませんけど湖西市としてはこうい

うふうにしていきたいという、受け身じゃなくて打

って出ていただきたいなと思いますので、そこにつ

いて市長の考えをお願いします。 

○議長（馬場 衛）市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 議員おっしゃるとおりで、この土地利活用推進本

部でもろもろ市全体の、先ほどの浜松湖西豊橋道路

もそうですし、それ以外のＪＲの駅周辺であります

とかそれ以外のところもそうですけれども、この市

全体の土地の利活用というものは計画的に進めてい

かなければいけないというふうに思っていますし、

やはり今ちょうどこの浜松湖西豊橋道路をはじめ大

きなチャンス、飛躍的な発展のチャンスがこの時期

に訪れているというふうに思っております。ですの

で、道路網を中心にこの土地利用推進本部において、

様々な有効な土地の利活用を引き続き図っていきた

いと思っております。 

 その中でやっぱり、具体的にはこのマスタープラ

ンの見直しですとか、じゃあ20ヘクタール、30ヘク

タール、先ほど申し上げた具体的な企業の、どこに

どういった形で誘致というか来ていただくかという

ような、これからはそこはもちろん市だけではなく

て国や県、様々なところと連携を行って、個々に個

別具体的に進めていきたいというふうに思っており

ます。もちろん、そこは議会の皆さんとも連携をし

ながら要望活動をしたり、もちろん公表というか御

報告なり意見交換をさせていただきながら進めてい

きたいと思っております。 

 ロードマップというかスケジュールというか、

我々もそこはしっかり行っていきたいと思っており

ます。他方で、浜松湖西豊橋道路なんかは高速道路、

高規格道路ですのでなかなかいつまでにというのが、

国の国交省などから示されないと我々だけで決める

わけにはいかない、もちろん広域ですので浜松市、

豊橋市そういった様々な周辺自治体と足並みをそろ

えていく必要があろうかと思います。ただ、もう既



８３ 

に環境影響評価だとか、具体的な作業には着手して

おりますので、道路の例えば供用開始というか、い

つに道路がつながって供用開始、ほかの国道なんか

でもそうですけれどもその供用開始のスケジュール

から逆算をして、工業用地の確保だとか様々なその

周辺の開発行為についても、これはしっかりとスケ

ジュールを立てて行っていきたいというふうに思っ

ております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） ありがとうございます。先ほ

ども水のところで申し上げましたけど、この件につ

きましても市全体で、これは土木だけとか都市計画

のところだけじゃなくて全てが一体になって進んで、

市長が言う職住近接ですか、それがかなえたたらと

思っておりますので、議会としてもこの件につきま

してはエールを送りますので一緒にやっていきたい

と思います。 

 これで私の質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

○議長（馬場 衛） 以上で、12番 加藤弘己君の

一般質問を終わります。 

 次に、１番 柴田一雄君の発言を許します。 

  〔１番 柴田一雄登壇〕 

○１番（柴田一雄） １番 柴田一雄です。通告書

に従って、一般質問をさせていただきます。 

 主題、移住・定住支援制度の現状と課題について。 

 質問しようとする背景や経緯ですが、湖西市にお

ける移住・定住支援制度といたしましては、2018年

10月に新婚さん「こさい」へおいでん新生活応援金

が施行され、次いで2019年10月に住もっか「こさ

い」定住促進奨励金が施行、そして2020年４月より

わ～くわく「こさい」で新生活！奨学金返還支援補

助金が施行されました。近年は、デジタル技術の普

及やコロナ禍も影響し、大都市から地方へ移住を検

討される方も多く、東京都の発表では本年１月１日

の都の推計人口が前年同期より４万8,592人減少し、

通年で減少したのは26年ぶりとの報道もございまし

た。 

 一方、2021年３月５日の静岡新聞の発表によりま

すと、地方自治体との連携により移住支援を行って

いる認定ＮＰＯ法人ふるさと回帰センターへの2020

年の移住相談件数は３万8,320件に上り、相談窓口

を訪れた移住希望者が回答したアンケート結果によ

りますと、移住したい都道府県ランキングとして最

も人気のあった移住地は静岡県であるとの報道がな

されました。 

 移住・定住支援制度につきましては、静岡県内は

もちろん多くの自治体が独自の施策を打ち出し、推

進しております。今後ますます魅力あるまちの発信

と充実した移住・定住支援制度の確立が重要であり、

持続可能なまちづくりの基盤となることが明白であ

ります。 

 質問の目的ですが、移住・定住支援制度の現状か

ら当市における課題と将来に向けての見通しを確認

します。 

 １つ目の質問に入らせていただきます。 

 住もっか「こさい」定住促進奨励金の利用者の現

状について説明をお願いします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。企画部長。 

〔企画部長 小林勝美登壇〕 

○企画部長（小林勝美） お答えします。 

 住もっか「こさい」定住促進奨励金は、市内への

移住定住及び職住近接の促進を目的として、市内で

住宅を購入・建築し、その住宅に居住する方に対し

まして最大100万円の奨励金を交付する制度として、

令和元年10月にスタートいたしました。 

 実績といたしましては、初年度につきましては令

和元年度になりますが、６か月間ということなので

３件というふうに少なかったんですが、令和２年度

につきましては111件、令和３年度は２月末までの

数字となりますが110件と年々増加をしております。 

 この結果、これまでに32世帯91人が市外から転入、

192世帯618人が市内から転居という形で定住をして

いただいております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 柴田一雄君。 

○１番（柴田一雄） 市外からの転入、そして市内

での転居という形で定住をして、また実績も増加傾
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向にあるとの趣旨の説明で承知をいたしました。 

 しかし、こちらの制度でございますけれども対象

者の年齢制限の中で独身の場合は40歳未満、結婚さ

れている方の場合は御夫婦の合計年齢が80歳未満の

方が対象となっておりますが、近年は晩婚化もあり、

移住や住宅購入の際の年齢が上がってきております。

年齢制限だけでこの制度を使えるか、使えないかが

はっきりと分かれてしまいます。この制度を利用さ

れた方は、職場や交友関係の中でスピーカー役とな

って当市への移住定住の魅力の発信役を担っていた

だける方になると思われます。１組でも多くの方に

利用しやすい制度となることが望ましく、ほかの自

治体に目を向けますと年齢制限の撤廃や上限年齢の

引上げを行っているケースも見受けられますが、当

市といたしましてはいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（小林勝美） お答えします。 

 制度を設計する際に利用しやすい制度、魅力のあ

る制度とするために、住宅建築を検討してる方と多

く接触をします住宅メーカーさんですとか金融機関

さんなどと意見交換などを行いました。また、湖西

市民の方を対象に年齢階層別に所得金額や持家、賃

貸別について調査をした結果、35歳を境に持家世代

が急増し、賃貸世帯との差が大きくなるということ

が分かりました。 

 このほか、市が行ったアンケートからも住宅購入

を考える年齢としては、30歳代までが82％を占めて

いたほか、年齢要件から住宅ローンの利用も難しく

なるということ、それから市の財源にも限りがある

ことなどから、40歳を年齢要件としたものでござい

ます。 

 制度といたしましては、定住による税収効果を踏

まえた上で移住・定住戦略として20代から30代の方

をターゲットとしておりますので、今のところ年齢

制限の撤廃の予定はございません。しかしながら、

補助金制度というものは見直しは常に検討していく

必要があるというふうに考えておりますので、アン

ケート調査ですとか移住者の声などを聞きまして、

制度見直しに声を生かしていきたいというふうには

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 柴田一雄君。 

○１番（柴田一雄） 制度の設計に当たりましては、

アンケートや聞き取りによって年齢要件、しっかり

と精査していただいた上での判断ということで承り

ました。 

 しかし、こちらの制度はまさに湖西市への入り口

となる制度でありますし、未来の湖西市への投資と

なる制度でもあります。ただいまの答弁もいただき

ましたように、今後も刻々と状況の変化も予想され

ます。常に社会情勢に見合った判断を期待しており

ます。 

 次の２番の質問に入りたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 柴田一雄君、２番目に入る前

に、１時間を経過しておりますのでここで休憩を取

りたいと思いますがよろしいでしょうか。 

○１番（柴田一雄） はい。 

○議長（馬場 衛） それでは、暫時休憩といたし

ます。再開を11時15分とさせていただきます。 

午前11時02分 休憩 

───────────────── 

午前11時15分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 柴田一雄君の質疑を続けます。２番目の質疑から

になると思います。お願いいたします。柴田一雄君。 

○１番（柴田一雄） それでは、引き続き一般質問

を続けさせていただきます。次の２番の質問に入り

たいと思います。 

 住もっか「こさい」定住促進奨励金の広報の状況

の確認ですが、どのように展開されておりますでし

ょうか。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（小林勝美） お答えします。 

 令和３年度の広報活動といたしましては、チラシ

やポスター、市ウェブサイトのほか県西部地域と愛

知県三河地区を対象としたインターネット広告によ

るＰＲを行っております。特に市ウェブサイトでは、

湖西市定住支援情報サイト「湖西で暮らそう」を移

住者が必要とするごみ処理のことですとか医療のこ
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とですとか、そういった生活情報の掲載や湖西市の

紹介ページ内に情報量を増やすというようなことを

しております。見やすい内容に更新し、移住者の声

を掲載するなど、様々な工夫により移住を検討して

いる方に見ていただけるような工夫をして取り組ん

でおります。 

 また、市内企業の社内広報誌ですとか社内デジタ

ルサイネージによりますＰＲ、それから市公式ＬＩ

ＮＥ等で情報発信も行っております。 

 そのほかの広報活動といたしましては、浜松市内

の住宅展示場イベントへ２回参加をし、市のＰＲと

アンケート調査を実施いたしました。 

 今後も移住定住を考えている対象者にアプローチ

できるよう、ターゲットを明確にして効果的な情報

発信により職住近接の促進に努めたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 柴田一雄君、どうですか。 

○１番（柴田一雄） 生活情報を含めたインターネ

ット広告やデジタルサイネージ、公式ＬＩＮＥ、ま

た市内の企業の社内広報誌、住宅展示場、このよう

な移住・定住を想定される対象者に向けた広報が展

開されていることで承知いたしました。 

 最近では、移住・定住に関しましては手に取って

見ようと思うような、当市におきましてもこのよう

なすてきなパンフレットにも代表されるように、分

かりやすい印刷物もつくっていただいておりとても

ありがたいのですが、市役所庁舎の外では目にする

機会がないのが実感でございます。 

 そこで、再度確認をさせていただきたいと思いま

す。こちらの奨励金の条件の項目の中には、市内に

おける住宅の購入や市内金融機関での住宅ローンの

契約という項目もございます。 

 個人向けだけではなく、地元の不動産業者や金融

機関を含めたより幅広い広報活動につきましてはい

かがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（小林勝美） 制度開始時につきまして

は、不動産事業者ですとか関係事業者様に対しまし

て制度の説明ですとか広報ツールの配布などを行い

ました。その後は、事業の皆様から要望があればチ

ラシやパンフレット、ポスターの配布をしていると

いうような状況でございます。 

 現在、検討していることといたしましては、市の

移住・定住専用ウェブサイトであります先ほど言い

ました「湖西で暮らそう」を湖西市の移住・定住の

ワンストップの窓口になるようなものにしていきた

いなというふうに考えておりまして、市内の不動産

業者等とも調整を今後していくわけなんですが、調

整をいたしまして物件の情報ですとか不動産事業者

などのサイトにリンクができるだとか、そんなこと

ができないかなということを考えております。今後

は、市内の不動産事業者様と調整をして、連携に向

けた検討を進めてまいります。 

 また、令和２年度の制度の利用者からのアンケー

トによりますと、制度を知ったきっかけが住宅メー

カーから知ったという方が44％、それから金融機関

から教えていただいたよという方が10％というふう

になっておりますので、住宅メーカーですとか金融

機関に対しましても常に最新の情報を提供していき、

広報活動に努めていきたいというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 柴田一雄君。 

○１番（柴田一雄） 分かりました。不動産事業者

や住宅メーカー、金融機関などの連携を密に取るこ

とによって、今後のより幅広い積極的な広報活動を

期待しております。 

 次の３番の質問に入りたいと思います。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○１番（柴田一雄） 新婚さん「こさい」へおいで

ん新生活応援金の利用者の現状について、説明をお

願いします。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（小林勝美） お答えします。 

 新婚さん「こさい」へおいでん新生活応援金は、

婚姻を機に市外から転入する御夫婦を支援するため、

平成30年10月からスタートした制度であります。 

 令和３年10月からは年齢要件を34歳以下の御夫婦

から39歳以下の方へと拡充をさせていただきました。 
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 令和４年２月末時点で、制度スタートからこれま

でに206件の申請をいただき、271名の方が市外から

転入していただいております。 

 また、申請者からいただくアンケートでは、この

制度が湖西市に移住するきっかけになったと答えた

方が、平成30年の時点では16.1％でしたが、令和３

年度の今現在では30.9％と増加の傾向にあります。 

 一方で、約３割前後の方が転入するまで制度を知

らなかったと回答しておりますので、制度の周知が

進めばさらに移住促進につながるんじゃないかと、

そういった可能性があるんではないかというふうに

考えておりますことから、地域ですとか場所、年代

などターゲットを明確にして、より効果的な情報発

信に努め、移住・定住の促進を図っていきたいとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 柴田一雄君。 

○１番（柴田一雄） まだまだこの制度の周知とい

うのが課題になっているというような答弁もござい

ましたけども、令和３年10月以降に転入された方の

年齢要件がそれまでの34歳以下という条件から39歳

以下と拡充され対象者が増え、市外からの転入がこ

の制度がきっかけとなり増加傾向にあったというこ

とも含めてうれしい結果かなと思っております。 

 しかし、こちらの制度ですが応援金が10万円、そ

して利用者の方が申請から３年以上当市へ居住し続

けていただきますと、御夫婦に向けて市内協力店で

利用できる１人当たり5,000円分の飲食店のペアチ

ケットが支給される制度となっておりますが、結婚

に伴う転入となりますと、新たな経済活動や将来に

向けての大切な生活拠点の基盤づくりとなります。 

 移住・定住支援制度として考えたときに、10万円

の現金支給で十分であるのか、一定期間における課

税の優遇や応援金の増額を含め、市内で使えるクー

ポン券の支給など、末永く当市に居住していただけ

るようなこの制度の充実に向けて、ほかにも検討の

余地があると思いますがいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（小林勝美） お答えします。 

 議員御指摘のとおり結婚に伴う転入については、

やはり新たな経済活動ですとか生活の拠点の基盤づ

くりということで、新婚さんにとっては負担が大き

いものだと認識をしております。 

 国やほかの自治体における補助金については、所

得要件があったりですとか引っ越し費用に限定する

というようなもののそういった制限があるところが

ありますけれども、湖西市の場合は申請者の書類を

そろえるだとかそういった負担を考慮しまして、こ

れらの制限は加えてはおりません。 

 新生活の準備やその後の生活には多くの費用がか

かるということから、確かにおっしゃるとおり10万

円で十分であるとは言い切れないと思いますけれど

も、この制度をきっかけとしまして湖西市を居住地

の選択肢と考えていただくように応援金という名前

で、そういった趣旨で交付金額を設定しているとこ

ろです。 

 湖西市はライフスタイルに合わせた移住・定住制

度を設計しておりますので、結婚後は住宅を構えて

定住していただくように、新婚さんの後に、新婚さ

んの「こさい」へおいでん新生活応援金の後には住

もっか「こさい」定住促進奨励金というのを用意し

ておりますので、こちらを利用していただけるよう

にしっかりＰＲをしていきたいというふうに考えて

おります。 

 これも先ほどの制度と同じなんですが、補助金の

見直しというのはやはり常にやる必要があるという

ふうに考えておりますので、アンケート調査や移住

者の声などを聞いて、制度見直しについては引き続

き研究をしていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 柴田一雄君。 

○１番（柴田一雄） 申請者の申請時点での負担の

軽減というようなことと、また申請され移住された

方への今後の定住の促進のＰＲということで承知い

たしました。 

 こちらの制度ですけども、きっかけが結婚で当市

に移住された方にとって、こちらの制度の充実は湖

西市への愛着、シビックプライドの醸成にもつなが

ることと思います。 

 御答弁もいただきましたように、アンケート調査
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や移住者からの生の声を聞くなど、制度見直しに向

けた研究をぜひ続けていただけることを期待してお

ります。 

 次の４番の質問に入りたいと思います。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○１番（柴田一雄） わ～くわく「こさい」で新生

活！奨学金返還支援補助金の利用者の現状はいかが

でしょうか。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（小林勝美） お答えします。 

 わ～くわく「こさい」で新生活！奨学金返還支援

補助金は、市内に住み、市内の協力企業に就職した

方に対しまして企業と市が連携し、奨学金の返還を

支援することと、人材確保につなげるため令和２年

４月にスタートとした制度でございます。 

 開始当初、15社でありました協力事業者でござい

ますが、製造業ですとか介護、保育等、様々な業種

の皆様に御登録をいただいております。 

 令和４年２月末時点では26の市内企業から御協力

をいただいております。また、奨学金返還支援制度

の利用者につきましては、本年度利用開始の６名を

加えて、現在、計８名の方に御利用いただいている

ところでございます。 

 今後も大学への制度周知ですとか、協力事業者の

ＰＲ等を進めることで、当制度の目的の一つであり

ます協力事業者の人材確保につながるよう支援をし

ていくとともに、併せて職住近接の実現に向けて取

り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 柴田一雄君。 

○１番（柴田一雄） ただいまの御答弁の中に、26

事業者が登録をされているというようなこともお話

がありましたけども、当市のホームページにおきま

してこちらの補助金の説明には、湖西市には多くの

優良企業がありますという文言もございます。その

割には、まだまだ協力事業者の登録と利用者の数が

少ないと思われますがいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（小林勝美） お答えいたします。 

 制度開始から産業部局ですとか商工会とも連携を

しまして、大小様々な市内企業を訪問して、制度の

紹介ですとかＰＲチラシを配布するなど、協力事業

者の登録を進めてまいりました。 

 訪問した企業によっては、市外に事業所や支店を

有することにより、企業側も支援金を負担する制度

となりますので、湖西市在住の人だけを優遇するこ

とはできないということで登録ができないよという

企業などもございました。 

 議員御指摘のとおり、市内には優良な企業はたく

さんございますので、今後も企業への訪問、それか

らヒアリングを積極的に行いまして、市内の企業を

支援するとともに制度をしっかりと紹介をして、協

力事業者の拡大に努めていきたいというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 柴田一雄君。 

○１番（柴田一雄） 当市におきましては、県外は

もとより海外にも拠点があります大きな企業もござ

いますので、そのような大企業になりますと登録が

難しいという致し方ないケースもあるということで

承知いたしました。 

 しかしながら、商工会や産業部局との連携も図っ

ているということでございますが、引き続き積極的

な広報活動と庁舎内外におけます連携によって、登

録企業が増えることを期待しております。 

 次の５番の質問に入りたいと思います。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○１番（柴田一雄） 冒頭にも発言させていただき

ましたが、コロナ禍もあり、近年は都市部からの移

住を検討される方も多く、この状況が今後も続くこ

とが推測されます。 

 当市における移住・定住支援制度、またまちの魅

力の発信について新たに検討していること、もしく

は現行の施策において見直しに取り組んでいること

はありますでしょうか、よろしくお願いします。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（小林勝美） お答えします。 

 移住・定住支援として、わ～くわく「こさい」で

新生活！奨学金返還支援補助金、新婚さん「こさ

い」へおいでん新生活応援金、住もっか「こさい」
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定住促進奨励金の就職・結婚・住宅購入という３つ

のライフステージに合わせた支援制度を引き続き推

進していきたいというふうに考えております。 

 これに加えまして、令和４年度は市制50周年を契

機に「地域おこし協力隊」を活用し、ご当地グルメ

プロジェクトですとか地域イベントのＰＲなど、ま

ちの魅力を創造・発信していこうというふうに考え

ております。 

 地域おこし協力隊は、地域協力活動を行いながら

地域への定住・定着を図る総務省の事業でありまし

て、全国平均では６割、県内では７割超の隊員が３

年間の活動後に地域に定住しております。協力隊員

の活用により、都市地域での社会人経験を生かして

の市の魅力創造・発信による地域活性化活動を行っ

ていただきまして、定住に結びつけたいというふう

に考えております。 

 魅力発信としましては、本年度委嘱しました広報

戦略アドバイザーから御助言をいただきまして、令

和４年３月末、今月末をめどに移住・定住プロモー

ション戦略の策定を予定しているところでございま

す。 

 移住・定住を推進するためには、いわゆるワンシ

ョットの移住・定住支援策だけではなく、住みた

い・住み続けたいまちづくりが必要でありまして、

中長期的視点に立って、モノづくり人材育成、産業

ネットワークの構築や土地利活用の一体的な推進な

ど、市の持続可能な発展に必要な取組により、子供

たちの未来のため、将来を担う人材の育成、市の魅

力と知名度情報を図り、働くまちから働いて暮らす

まちへ職住近接を推進していくことが大切だという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 柴田一雄君。 

○１番（柴田一雄） 承知いたしました。ただいま

来年度に向けて、新たな取組として地域おこし協力

隊の活用という御答弁をいただきました。地域おこ

し協力隊は、地域ブランドや地盤産品の開発、販売、

ＰＲなどの地域おこし支援や農林水産業への従事、

住民支援などの地域協力活動を行いながら、その地

域への定住・定着を図る取組として総務省が推奨し

ておりますが、当市としても導入するということで

非常に期待するところであります。 

 また、本年度委嘱されました広報戦略アドバイザ

ーからの助言によります移住・定住プロモーション

戦略の策定が予定されているということですので、

さらに期待が高まるところでございます。 

 移住・定住支援制度の分野につきましては、影山

市長自らも大変力を注がれている施策であると思い

ます。 

 最後に市長、何か補足事項、もしくは決意表明な

どございますでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 ほぼ部長のほうでやってることですとか、今後も

含めてですけれども御答弁をさせていただきました

ので、あえてというか繰り返しになっちゃうかもし

れませんけれども、先ほどるる議員のほうから御質

問いただいた住もっか「こさい」であるとか新婚さ

ん、これそれぞれが移住・定住、ライフステージご

とに必要かつ効果的だとは思っております。 

 他方で、やっぱりこういったワンショットの現金

支給ですよだけではなくて、さっきも言ったとおり

土地の利活用をしっかりと推進していって、中長期

に推進していくことだとか、モノづくりはじめとし

た人材育成、産業ネットワーク、こういったことを

地道に積み上げていくというのが最も重要なんでは

ないかなというふうに思っております。 

 また、ちょうど今日、湖西市役所の目の前のヒー

ローズ保育園が完成して引渡しということで、朝に

社長さんもお見えいただきましたけれども、ここも

長年こういった土地の利活用がされてなかったとこ

ろがついに保育園できましたし、これからさらにこ

の市街化区域中心にですけれども宅地だとかそうい

ったものを増やしていく。先ほどの別の答弁でもあ

りましたとおり、産業振興で工業団地や商業施設、

こういったことを組み合わせていくことが何よりも

移住・定住であったり、人口減少対策には有効だと

いうふうに思っております。 

 また、それを知らしめたり発信していくというこ

とがさっきの答弁にもあった地域おこし協力隊、こ
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れは市制50周年のご当地のグルメプロジェクトも含

めた、こういったものをブランド化させていくこと

と同時に、ブランド化だけではなくてブランドを定

着させるということで、これは非常に大事になって

きます。特に湖西市でもご当地グルメをつくろうっ

ていうか、つくったけど数年でなくなったみたいな

話を僕も初めてこの前知りましたけれどもそうなら

ないような、つくって定着させる、そして広めてい

くっていうことをこの地域おこし協力隊はじめ様々

な方と連携して行っていくことが必要かなというふ

うに思っておりますので、今あるものはもちろんで

すけれども未来に向けてもそれは改善を重ねていき

たいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 柴田一雄君。 

○１番（柴田一雄） ありがとうございます。市長

自ら大変熱心な、前向きな決意表明を頂戴したと受

け取らせていただきます。 

 ただいま市長の答弁にもありましたように、ヒー

ローズ保育園も含めまして令和４年４月には市内に

新たに２つの保育園の開園も予定されております。 

 また、先ほどの先輩議員の答弁にもございました

が、新しい道路やインターチェンジの建設計画など、

移住・定住の推進に向けて魅力的なまちづくり、ハ

ード面での取組は進んでいると思われます。 

 制度としての新たな取組を加え、就職・結婚・住

宅購入という人生における大きな３つのライフステ

ージに寄り添った現在の移住・定住支援制度が、今

後さらに充実することを期待して、私の一般質問を

終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（馬場 衛） 以上で、１番 柴田一雄君の

一般質問を終わります。 

 次に、７番 土屋和幸君の発言を許します。 

  〔７番 土屋和幸登壇〕 

○７番（土屋和幸） ７番 土屋和幸です。よろし

くお願いいたします。 

 私の質問は、湖西市における成年後見制度の利用

促進についてということでお願いをいたします。 

 質問しようとする背景や経緯でございますが、全

国的に成年後見制度を必要とする状況の方は、非常

に大勢お見えになります。高齢世帯、認知症、障害

者の皆さんがそれぞれに該当されると思います。残

念ながら、湖西市においては浜松市等の近隣市と比

較して、成年後見制度が何ら進んでいませんでした。 

 私も四、五年前から成年後見制度の設置をお願い

してきましたけども、今回やっと日の目を見るよう

になりつつあるように聞いております。 

 その成年後見人の相談員人数は極端に不足してる

と新聞等で報じられています。湖西市では司法書士、

行政書士の方々にお願いし回しているのが実情であ

ります。しかしながら、それでも相談員が足りない

ため、浜松市、愛知県の資格のある人にお願いして

いるところです。私の知り合いの人も浜松市の雄踏

の人をお願いして財産管理、そういったものを見て

もらっております。令和３年度中に、成年後見制度

の中核機関を設置するよう国の指導があるようです

ので、お伺いをいたします。 

 質問の目的でございますが、湖西市においても成

年後見制度を必要とする方がたくさんいます。その

人たちのためにも中核機関の立ち上げを計画される

ことを知ったので、質問をいたします。 

 質問ですが、現在、中核機関設置のための準備は

どのように進んでいるかをお尋ねします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。健康福祉部長。 

  〔健康福祉部長 袴田晃市登壇〕 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えいたします。 

 成年後見制度の広報や相談などの役割を担います

中核機関につきましては、先進的な市町の取組状況

について情報収集を行い、静岡家庭裁判所浜松支部

と運営方法や推進体制について意見交換を重ねなが

ら、令和４年４月１日の開設に向け、準備を進めて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） ありがとうございます。家庭

裁判所とも先進地とも様子を聞いたりって言うです

けども、具体的、もう４月ということはもう１か月

ないわけですので、どのくらいのところでどのよう

に、後から質問もしますけども今のところ話のでき
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るところを教えてください。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） 中核機関の設置に向

けまして、家庭裁判所浜松支部との連携につきまし

ては、後見人候補者の推薦に係る支援について御理

解・御協力をいただくようなこと、それから後見人

候補選任後の後見に関わる支援につきまして、家庭

裁判所のほうにも御協力をいただくと、それから専

門職団体等とともに関係機関の一つとして将来的に

協議会的な合議体みたいなものを設置してまいりた

いと考えておりますが、そこへの参画をお願いして

いきたいということでの調整をしているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） 今、家庭裁判所の指導をとい

う話ですけども、家庭裁判所は具体的にはどういう

ことを市に対してしてくれるんですか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 家庭裁判所は、家庭裁判所がお持ちのノウハウを

情報提供いただいたりというところが中心となりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） 今、家庭裁判所は当然そうい

ったノウハウは持っていると思うんですけど、いわ

ゆる市のほうから期待するものって、こういうのは

教えてもらえるのか、こういうのは駄目なのかとい

うそういうものは持っていないわけですか。ただ一

方的に家庭裁判所がこうやりなさい、ああやりなさ

いよということを全部受けてやっていこうとしてい

るのか、ちょっと教えてください。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えいたします。 

 本市といたしまして、家庭裁判所にはお願いをす

ることになりますので、市のほうで解決できないよ

うな事案等が出た場合には、それに対する専門的機

関ということで御相談に対して御協力をいただく、

お知恵を拝借するというようなところに御協力いた

だければと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） 今の部長さんのお答えだと、

単なる出先機関の連絡係みたいに聞こえちゃうんで

すけど、いわゆる相談されて困ったよって、例えば

目の前に相談される方が来たときに、その場で家庭

裁判所に連絡して、こういう事案があるんだけどど

うですかってそういうことを教えてもらうと、そう

いうふうに取ればいいですか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 家庭裁判所との情報共有につきましては、諸手続

に関する手続など、具体的な部分について分からな

い点があったときに御相談をするというような内容

になろうかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） ごめんなさいね、そうすると

例えば私が相談に行ったときに成年後見制度を利用

したいんだけど、私の資産はこういうことで身内が

ないんだけどっていう相談をされたときには、どう

いう立場でどなたが答えてくれるんですか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 まず、この中核機関の中にそれを対応する職員を

配置させていただきたいと考えておりますので、ま

ずはその方がお話を伺うというようなことを想定し

ております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） じゃあ、その人が答えれば済

む話ということですよね。分からなければ家庭裁判

所と連絡を取って、後日、その方に連絡をするとそ

ういうふうに捉えればいいですか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） そのとおり御認識を

いただければと思います。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 
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○７番（土屋和幸） 分かりました。そうすると、

その相談員の方はよっぽどいろんな知識のある方が

受けるわけと思うんですけども、例えばどういう方

を予定してるか、もう４月１日だから決まってると

思うんですけどもどんな方ですか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 方というか、今回、委託ということで事業者の方

に中核機関をお願いしてまいりたいと考えておりま

す。 

 委託先につきましては、湖西市社会福祉協議会、

法人後見人なども受けておられますという実績もご

ざいますので、こちらに委託をさせていただいた中

で人選をいただき、配置をいただきたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） 悪いけど、社会福祉協議会は

成年後見制度を今やっているわけですね。今、部長

のお答えはそうだったですね、経験があるって。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 湖西市社会福祉協議会におかれましては、令和３

年４月に法人後見を取られました。令和３年８月以

降、家庭裁判所のほうから後見ということでお二人

の方の後見を実際にされているというふうに伺って

おります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） じゃあもう、社会福祉協議会

の２人の方が３件やってるとそういうふうに理解し

て、それで進んでいるというふうに捉えればいいで

すね。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えします。 

 そのとおりでございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） 分かりました。 

 それでは、その中核機関を設置するわけですが、

市内でこれは推測で結構ですけども何人ぐらいの方

が相談に見えるのか、ちょっと、自分たちの組織を

つくるためにはその様子を把握をしたいっていうの

があると思うんですけど。 

○議長（馬場 衛） ２番目の質問でよろしいです

ね。 

○７番（土屋和幸） はい、２番目です。お願いし

ます。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 成年後見制度の利用を希望されている人数につき

ましては、御本人の判断能力の程度や御家族の状況

や、その方の生活環境などにより判断されることが

ありますことから、現状、正確に把握することは難

しいと考えております。しかし、厚生労働省の発表

によります2025年、令和７年の認知症患者数は65歳

以上の高齢者５人に１人と見込まれておりますこと

から、本市の令和４年１月末現在の65歳以上の人口

１万6,704人で試算をいたしますと、約3,300人とな

ります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） 全ての方が来るわけじゃない

んでしょうけども、3,300人を２人で対応されて、

それいけるっていうことでいいですよね、そういう

ことですよね、もしそのまま来たら。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 中核機関だけで御相談を受けるということではな

りません。後の答弁にもなりますが、高齢者につき

ましては現在市内４か所にあります、地域包括支援

センターなどでもこの後見制度について御相談を受

ける窓口をしていたり、市でも高齢者福祉課、地域

福祉課に御相談があれば窓口で対応させていただい

てるというような状況もございますので、全てのこ

の中核機関が受けるということでは考えておりませ

ん。ただ、最終的に取りまとめをしていただくのが

この中核機関になるというように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） 分かりましたけども、地域福
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祉課とか高齢者福祉課でもそのようなことを現実今

やっているわけですね。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えいたします。 

 窓口に成年後見制度ということで御相談をいただ

ければ、まずお話を伺うというような対応はしてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） 成年後見制度と窓口で言えば

職員のどなたかが、その専門の方が対応していただ

けるということで、地域福祉課とか高齢者福祉課に

もそういう専門の方がお見えになるというふうに理

解すればよろしいですか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えいたします。 

 専門職というわけではございません、事務職がい

ろいろ成年後見制度について勉強した中で対応させ

ていただき、必要があればその専門職の方につなぐ

ということをしているというようなことになります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） そうすると、それなりには成

年後見制度の勉強をした職員がいて、さらに分から

なければどこだか分からないけどもどっか連絡をし

て指導を受けてってそういうふうにやると、何か市

がほとんど対応できないっていう印象を受けてしま

うんですけど、そんなことは市のほうで何とかやっ

ていけるというふうに理解すればいいですか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えいたします。 

 全てが市の職員でできないというのは、こちらの

ほうとしても認識をしておりますので、今回４月に

設置します中核機関を今後中心として、そういう対

応をしてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） またもう少し後に行ったらも

う一度聞きますね。 

 ほかの町の中核機関の整備状況っていうか、浜松

市とか磐田市とか西部の市で、進んでるところもあ

れば遅れてるとこもあると思うんですけども、状況

としてはどうなのか。それと、その町のどこかをモ

デル的に考えてるとこあるかどうかを教えてくださ

い。 

○議長（馬場 衛） 土屋議員、３番目に入っちゃ

って。 

○７番（土屋和幸） ごめんなさい、３番目で。 

○議長（馬場 衛） そうですよね、健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 近隣市町におきましては、浜松市はＮＰＯ法人が

運営いたします浜松成年後見センターと市民後見セ

ンターはままつ、そして令和２年から浜松市からの

委託により浜松市社会福祉協議会が浜松市成年後見

センターを設置しております。また、袋井市は令和

３年度から袋井市社会福祉協議会に委託し中核機関

を設置、磐田市と掛川市につきましては、現在準備

中であると聞いております。 

 本市といたしましては、袋井市の状況をお伺いし

ておりますので、これをモデル的に計画をしてまい

りたいというか実施をしてまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） ありがとうございます。 

 それじゃあ、４番目のことでちょっといいですか。 

○議長（馬場 衛） ４番目ですね、どうぞ。 

○７番（土屋和幸） これで中核機関を立ち上げて

いくわけですけども、相談を受ける範囲とかそうい

ったものは考えてるかどうか。例えば、お金とか施

設の紹介とか入居の案内とか家庭内のトラブルとか、

いろいろそういった方が抱えてる問題はあると思う

んですけども、その中核機関を担当されるところは

どこまでをやろうとしてるか、ちょっと教えてくだ

さい。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 市民の皆様からの御相談につきましては、まず現

在ですが市内４地区の地域包括支援センターにおい

て、総合相談窓口の中に成年後見制度に係ります相
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談体制を設置させていただいております。内容によ

り、簡易な相談はこの市内４地区の地域包括支援セ

ンターで、専門性の高い相談につきましては中核機

関で対応するようにしてまいりたいと考えておりま

す。 

 また、金銭、施設の紹介、家族トラブルなどの相

談につきましては、まずはどちらの相談窓口におい

ても対応できる体制としてまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） じゃあ、今言った金銭とか家

族トラブルっていうのは地域包括支援センターでで

きるということでいいわけですか、ちょっとごめん、

もう一回確認させてください。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 地域包括支援センターにつきましては、まず相談

を受けていただける場ということで、その中でも簡

易なものでできるものも今既に事務のほうを進めて

いただいてるものもございますので、簡易なもので

対応できるものは支援センターのほうで、難しいも

のにつきましては中核機関のほうへつないでいただ

いて、そちらで対応するというような方向性で考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） ありがとうございます。それ

で、今部長がおっしゃった簡単な相談って一体どう

いう相談を想定してます。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） それぞれちょっと御

相談の内容も多種多様ばらばらでございまして、す

みません、一概にどこまでということを申し上げら

れない部分があって申し訳ないんですけども、ある

程度、窓口のほうへ相談に来てここまではその窓口

の担当した職員ができるというような判断でやって

いただいてるのが現状でございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） だから今申し上げたのは、簡

単な相談って一体どういう相談を想定でいいですよ、

想定してるかという質問なんですけど。例えばお金

が欲しいわって言えば簡単だし、10万円欲しいわっ

て言えば重いだろうって、それは簡単だという、誰

が簡単な相談だっていうのを認識するかっていうの

があって、それでこういう成年後見の人は前にも言

ったとおり認知症とか高齢者とか障害者の方ですか

ら、そういう方にこれは簡単だからねっていう説明

を、そういう地域包括支援センターとか中核機関の

職員ができるということでいいですか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えいたします。 

 地域包括支援センターのみで対応できるものもご

ざいますが、できないものにつきましては中核機関

と連携を取りながら対応していくというような対応

を考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君、お昼の鐘が鳴り

ましたですけど、この項だけ終わりたいと、皆さん

よろしいでしょうか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○７番（土屋和幸） ごめんなさい、簡単に済ませ

ますね。 

 それで、来たら中核機関と地域包括支援センター

と当然連絡を取り合うことになりますよね、こうい

う相談だけど。そのときに相談に来た方はずっと待

っとるわけですか、せっかく認知症の方とか高齢者

とか障害者の方が窓口に来てるわけですから。地域

包括支援センターのとこへ来てるわけで、その２人

の話が終わるまでそこの場で待ってるっていう前提

で考えてるというふうに理解すればいいですか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 状況によっては待っていただくケースも出るかな

というのは想定をさせていただいてるところでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） いわゆる今言ったような人、
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健常者じゃない人たちがそこでどのくらいで解決す

る問題かはそれはそれこそ分かりませんけど、それ

を待ってもらうということでいいですね。待っても

らうなら待ってもらうって市が言ってんだから、待

たざるを得ないのでそれは私も承知しますよ、来た

方がどう思うか分かりませんけどね。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えいたします。 

 確かに、待っていただくのも時間があるかと思い

ますので時間のかかるケースにつきましては、後日、

御連絡をさせていただくなどの対応を取りたいと思

っております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） この項はこれで結構です。 

○議長（馬場 衛） それでは、ここでお昼の休憩

を取りたいと思います。土屋和幸君、よろしいです

ね。 

○７番（土屋和幸） はい、お願いします。 

○議長（馬場 衛） それでは、再開は午後１時と

させていただきます。 

午後０時03分 休憩 

───────────────── 

午後１時00分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 土屋和幸君の一般質問を続けます。項目５番目の

質問になると思います。お願いいたします。 

○７番（土屋和幸） お願いします。じゃあ５番で

すが、この中核機関っていうのは将来的にはどのよ

うにしていこうと思ってるか、ちょっと教えてくだ

さい。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 中核機関の立ち上げ時は、成年後見制度の利用促

進を図られるよう、制度の内容や相談窓口の周知を

行う広報活動、制度の利用に関する相談支援として

直接相談を受けます一般相談支援と、相談支援機関

の支援を推進してまいりたいと考えております。 

 将来的には、市民の皆様の利用促進を図るため、

申立て書類の書き方や内容確認などの支援を行う申

立て支援業務、適切な後見人候補者を家庭裁判所へ

推薦するなどの受任者調整業務、関係機関との連絡

調整業務を充実させてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） ありがとうございます。 

 それで、今おっしゃったように窓口の紹介という

ことだったですけども、その窓口に行けば一般相談

業務とか申立ての手続のやり方とか、そういったも

のを教えていただくことができるというふうな理解

でよろしいですか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えいたします。 

 先ほどの答弁と重複するところがあるかと思いま

すが、地域包括支援センターにもこの成年後見制度

を熟知してるというか理解をされてる職員の方が４

か所に配置をされてございます。この方たちとの連

携調整を図ったり、直接中核機関が相談を受けると

いうようなところを予定しております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） ありがとうございます。今部

長がおっしゃったのは、地域包括支援センターが成

年後見人のことを周知してるということでいいです

よね、成年後見制度そのものを周知、いわゆる知っ

てると、理解しとるということでよろしいですよね。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） そのとおりでござい

ます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） そうしますと、何で家庭裁判

所とか国は湖西市でそういうこと遅れてるからやれ

やれやって、今部長のほうで先ほど袋井市を目標に

してやってるって言ったけど、何も湖西市は遅れて

るわけじゃないというふうな理解でいいですか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えいたします。 

 国のほうの計画に基づきまして、令和３年度まで

にこの中核機関を設置するよう、努力目標というよ
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うな形になっております。本市といたしましてもこ

の４月から中核機関を設置してまいりますので、遅

れているというようなことではないかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） じゃあ、湖西市は世間並みな

ことはやってるよというふうに理解すればいいです

よね。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） そのとおりでござい

ます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） 分かりました。じゃあ、地域

包括支援センターは成年後見制度は十分分かってる

よということで、それで成年後見人と任意後見人っ

てどういうに異なるかちょっと教えてください。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えいたします。 

 成年後見人には３種類ございます。かなり自分の

ことが分からない方、判断能力が欠けている方のた

めの成年後見人、それから判断能力がそこそこある

方、著しく不十分な方というような言い方になりま

すが保佐人、それから判断能力がある程度あるが

時々なくなるような方の補助人というような３種類

が成年後見の中にはございます。 

 任意後見制度につきましては、本人がまだ理解で

きるうちから成年後見人の方をあらかじめ決めてお

くというような制度となります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） それともう一つ、市民後見人

というのはどのような人がなるかちょっと教えてく

ださい。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 市民後見人につきましては、その後見人になるた

めの研修を受けていただくというようなことと、先

ほど申しましたけど、法人後見人などの既に事業を

実施してるところで少し経験を積んでいただくとい

うような、市民の方が後見人になるためのものでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） 今中核機関でそういう方を養

成していくという考え方は、湖西市の中で市民後見

人を養成していこうという考えはありますか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 現在、この制度により研修を受けられた方が市内

には４名の方がお見えになりますが十分ではないと

考えております。今後、この中核機関を中心にして

後見人の候補者になり得る方の研修も充実してまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） じゃあ今後、そういった市民

後見人の養成もしていくということなんですけども、

そういった場合に、こういうことをやるとどうして

も民生委員にお願いしますみたいなことあるけど、

それはないですよね。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 あくまでも市民後見人になってもいいよという方

になりますので、こちらから民生委員等の方になっ

てくださいというお願いをすることは考えておりま

せん。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） ありがとうございました。 

 それではあと中核機関への、当然４月１日から、

やる前からということになると思うんですけども、

市民への周知はどのように行うかちょっと教えてく

ださい。 

○議長（馬場 衛） 最後の質問ということですね。

土屋君、最後の質問ですよね、これ。 

○７番（土屋和幸） はい。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 中核機関の周知につきましては、市民を対象に開

催しております成年後見制度講演会などにおいて情
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報発信をしてまいりたいと考えております。そして、

利用を必要とされる対象者の方に接する機会の多い

福祉関係者へのチラシの配布や、市民からの相談を

広く受けております民生委員・児童委員などの皆様

への情報提供、また必要としている多くの市民の方

に情報が行き渡るよう、広報紙への特集記事の掲載

や市ウェブサイトへの掲載、公式ＬＩＮＥなどＳＮ

Ｓを活用した情報発信を積極的に行い、周知してま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） ありがとうございました。 

 この成年後見人を使うということに対して、市民

の方でもやっぱり抵抗のある方もあるわけですね、

そんな恥ずかしいとか。親戚とかそういう方がやる

ケースも結構あると思うんですけども、親戚の方が

やってもそれはいいですけども、そういった方にも

こういう後見制度そのものをトラブルが起きないよ

うな形でやってかなきゃいけないので、そういう親

戚の方の研修なんか、そういう方にもそういう研修

の機会を設けることはできますか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 その方を特定しての研修というのは難しいかと思

いますが、一般市民の方全体の中で研修をして、そ

こに参加していただくというようなことは可能かと

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） ありがとうございました。 

 最後に一つもう一度確認ですけども、いわゆるさ

っき部長のほうから成年後見人の制度そのものを地

域包括支援センターの人たちが理解してるよ、理解

してくれるようにやるよという話だったんですけど

も、それはそういう各施設にも十分周知はできてい

るというふうに理解すればいいですか。行ったけど、

何それっていうことは言われないというそういう意

味です。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 各４地区の地域包括支援センターにもこの成年後

見制度を理解している方がそれぞれ配置されており

ます。現在でも年間数十名の方が御利用いただいて

るという状況もございますので、そのようなことは

ないかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） 今部長がおっしゃったように、

各施設に相談しても十分対応してくれるよというこ

とだった。 

 それとあと料金の話なんですけど、料金は幾らぐ

らい払うことが、料金の設定は決まっていると思う

んですけど、払う先によって料金が違うと思うんで

すけど、それだけ教えてください。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） 成年後見制度を家庭

裁判所のほうへ申請をする段階での料金設定という

形になろうかと思いますが、そちらにつきましては

印紙代等を含めまして、その方の判断能力による、

先ほど３種類後見人があるということで、どの後見

人になるかによって、若干、費用が異なるというふ

うに聞いております。金額的には５万円から10万円

の費用負担がかかるように伺っております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） それは年額なんですか、加入

するときか１か月か、その５万円というのは。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えいたします。 

 ５万円、10万円というのはその成年後見制度にな

るための申請をするためにかかる費用という形にな

ります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） そうすると、通常その成年後

見制度を利用しようとすると、例えば来月から、再

来月から成年後見人に払うお金の額は払わなくても

いいのかどうか、その辺ちょっと。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 
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 成年後見人を受けていただいた後、その方に対し

てサポートをしていただくことになるかと思います

が、それぞれその方の財産の状況によって若干変わ

ってくるとことがあるように聞いておりますので、

一概に幾らというのは申し訳ありませんがないかと

思います。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） 今部長が若干って言ったもん

ですから、その若干の間の幅で結構なんですけど、

例えば１万円なのか２万円なのかそのくらいかなと

か、その人の年金の収入も当然あろうかと思うし、

何にもない人もいるかと思うんですけど、その辺で

ちょっと教えてください。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） 議長、すみません。

ちょっと状況確認をさせていただきたいので、休憩

をいただきたいのですがよろしいでしょうか。 

○議長（馬場 衛） よろしいですか。 

○７番（土屋和幸） 結構です。 

○議長（馬場 衛） 暫時休憩といたします。 

午後１時13分 休憩 

───────────────── 

午後１時13分 再開 

○議長（馬場 衛） 会議を再開いたします。 

 では、健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 在宅でお住まいの方につきましては月額２万

8,000円、施設に入所されてる方については月額１

万8,000円となります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） そういうふうに決まっていれ

ば仕方のない話ですし、そうすると施設に入れば１

万8,000円で済むということ、収入がそれ前後ある

というそういうふうに考えりゃいいですか、２万

8,000円だけど３万円の方もいるし5,000円の方もい

るし、生活保護なら要らないだろうし、そういうふ

うに理解すればいいですか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 先ほど申し上げた金額は、まず一般的なある程度

の所得のある方という形になりますので、生活保護

の方につきましてはゼロ円になったりとか、ある程

度、市民税非課税世帯の方についても減額されたり

というような状況で変わってくるということになり

ます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○７番（土屋和幸） ありがとうございました。 

 以上で私の質問を終わります。 

○議長（馬場 衛） 以上で、７番 土屋和幸君の

一般質問を終わります。 

 次に、17番 神谷里枝さんの発言を許します。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○17番（神谷里枝） 17番 神谷里枝。通告に従い

まして、不登校児童生徒への支援についてと施政方

針についての２点について、一般質問を行わせてい

ただきます。 

 まず最初に、不登校児童生徒への支援についてで

あります。 

 不登校の定義は、病気や経済的理由を除いて年間

30日以上の欠席をした児童生徒のことを言いますが、

全国では令和元年度には約18万人、令和２年度約19

万人と過去最多となっております。長引くコロナ禍

の下、親も休業や失職に追い込まれたり、リモート

ワークにより在宅の機会が増え、今まで気づかなか

った子供の様子に気づき、子供や親同士を責め合っ

たり、親のストレスが増えると家庭内に緊張も走り

やすくなり、子供の居場所がなくなります。 

 湖西市では、不登校児童生徒への支援としてチャ

レンジ教室を実施されておりますが、教育機会確保

法における市の対応がこれで十分なのか懸念されま

す。そこで、不登校児童生徒及び保護者への支援の

取組を推進するために質問を行います。 

 まず１点目、現在の不登校に該当する児童生徒数

をお伺いします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。教育長。 

  〔教育長 渡辺宜宏登壇〕 
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○教育長（渡辺宜宏） お答えをいたします。 

 令和４年１月末においてですけども、令和３年４

月から30日以上欠席している児童生徒数は、小学校

は36名、中学校は72名でございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 両方合わせて108名の児童生

徒がいるということが分かりました。 

 これは、去年も今もそうですけどコロナ禍が原因

でこういう数字になっているのか、またそれ以前と

比べてどういう状況だと読んでいらっしゃいますか、

お伺いします。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 全体的に見ると、年々少し

ずつ不登校の子は多くなってるかなという印象は持

ちますけども、平成29年度からずっと追ってきます

と、大体小学校の出現率っていうのが１％前後、中

学生の出現率っていうのが大体４％前後ということ

で、大体その辺りになっています。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） そうしますと、特にこのコロ

ナ禍におけるそういった不登校につながっているっ

ていう多少の増はあるにしても、そういう状況では

ないというふうに教育委員会としては捉えていると

いうことが分かりました。 

 そうしますと、湖西市内で不登校に陥っている子

供さんたちの要因としてはどういった要因が今一番

多いんでしょうか。また、その子たちが例えばです

けども１年間休んでしまった子もいるよとか、その

辺の状況ももしお分かりであれば教えていただきた

いと思います。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） その状況ですけども、学校

から出されてくる資料の中では５つに分けています。

５つは、例えば学校における人間関係が、遊びある

いは非行、そんなことで学校へ来ないのか、あるい

は無気力、４点目が不安などの情緒的混乱、あとそ

の他ということで生活のリズムだとか家庭状況だと

か、そういったものを含めたその他という５つの観

点で不登校というのを分けてるわけですけども、や

っぱり一番多いのは無気力、不安などの情緒的混乱、

ここの人数がすごく多いです。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。不登

校になる要因が無気力、それから情緒不安等に陥っ

てということが分かりましたけども、湖西市内、今

現在、先ほど教えていただいた人数の中で最長でど

のくらい不登校になっていらっしゃいますか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 例えば２年とか３年とかそ

ういう単位でということですか。すみません、まず

ちょっと資料がございませんのでまた後ほどという

ことでよろしいですかね。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員、よろしいです

か。 

○17番（神谷里枝） はい。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。とり

あえず、今湖西市の不登校の現状を把握することが

できました。 

 では、２番目の質問に移ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○17番（神谷里枝） ２番目といたしまして、チャ

レンジ教室の利用者数や開催状況など現状と課題、

また対応策をお伺いします。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） お答えをいたします。 

 チャレンジ教室は、学校の開放日に合わせて毎日

午前中、西部地域センターで開催をし、指導員２名

が児童生徒の気持ちに寄り添い、一人一人の状況に

応じて学習面や小集団での適応支援を行っておりま

す。 

 令和４年１月末における入級者数ですけども、小

学校の児童が３名、中学校の生徒が９名、計12名で

ございます。12名中、学校に復帰した生徒が２名、

継続してチャレンジ教室に通っている児童生徒は６

名でございます。あと、４名については来たり来な

かったりというふうな現状です。しかし、不登校児
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童の中にはチャレンジ教室への入級を希望しなかっ

たり、あるいは入級してもなじめず続かなかったり

する児童生徒もいるのが現状でございます。 

 チャレンジ教室が不登校児童生徒の居場所となる

よう、引き続き温かい雰囲気の中で安心して過ごせ

るように努めてまいります。また、学校、家庭と連

携を図りながら集団への適応力を育み、自立や学校

復帰に向けて支援を続けてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） そうしますと、まず小学校で

現在36名いる中でチャレンジ教室へ通っている方が

３人、中学においては72名中９名の方がチャレンジ

教室の利用をしていると。実際、成果があって学校

に復帰できた子が２名いらっしゃる、継続で通って

る子もいるということですけども、今入級を希望し

ないとかなじめないっていう子がいますよっていう

ことでしたけども、例えば小学校だけでも36名中３

名の方しか利用しないということについて、教育委

員会ではどのように捉えていらっしゃいますか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） それぞれの学校でスクール

カウンセラー、あるいはスクールソーシャルワーカ

ー等がそういう不登校の子供に対していろいろ相談

に乗っております。その相談の中で、こういった場

所もあるよ、こういうところもあるんだよという紹

介をするわけですが、先ほども言ったようにまだ気

力が伴わないとか家にいたいとか、そういうお子さ

んたちが割といるというふうなことと、小学生につ

いては西部地域センターということで距離もありま

すので、例えば北部、南部からなかなか行きにくい

だとか、親の協力がないと行けないとかそういった

面もあるのかなというふうには思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 現状と課題、対応策を伺うと

いうことで２番目通告してありますので、まずチャ

レンジ教室が学校の開校日に合わせて、午前中開い

ていますよっていう答弁でございましたけども、や

はりこういった状況に陥ってしまう児童生徒さんの

生活のリズムって、やはり夜は起きていて昼間は寝

ていてとかっていうパターンに陥りやすいのかなと

思ったときに、少しでも利用者を上げていく中で、

その辺のチャレンジ教室の開催時間とか方法を考え

直すお考えはありますでしょうか。 

 それから、やはり無気力とかそういったお子さん

に対しては、恐らく今チャレンジ教室のほうは教員

免許を持って定年退職等をされた方が対応されてい

るかと思うんですけども、やはりある程度、ソーシ

ャルワーカーとかそういった方が対応しているとい

うことでしたけども、そのチャレンジ教室にそうい

った心理的カウンセリングをやるような、そういっ

たある程度専門的な方を配置していくとかそういう

お考えはいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 今言われた中に何点か入っ

てると思うので全部答えられるか分かりませんけど

も、まず時間とか日時の関係ですけども、一応不登

校児等適応教室というのは将来的に学校に帰る、学

校に戻りたい、そういう子供たちにちょっと後押し

してあげるそんな教室であります。ですので、朝御

飯を食べてしっかり朝出ていって帰ってくる、そう

いうのも学校では必要じゃないかなというふうに思

ってます。ですので、復帰を目指すということでや

っぱり朝は朝で時間的には始めていきたいというふ

うに思っておりますし、今スクールカウンセラーと

かそういったというふうなことがありますけども、

先ほどもおっしゃいましたように２人の指導員で指

導に当たってます。この方たちは、かつて教員を湖

西市でやられてた方です。ですので、学校の中の状

況も分かりますし、毎月、月末には学校のほうに行

って全て出席してる子供たちの様子そういったもの

を報告しますし、もし何かあればその学校にいるカ

ウンセラーさんとお話をさせていただいて指導に生

かしていくと、そういうふうな取組をしていますの

で、改めてそこへ１人カウンセラーをということじ

ゃなくて学校のカウンセラーと連携をしながら、進

めていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 
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○17番（神谷里枝） チャレンジ教室というのが、

あくまでも学校へ復帰を目指すっていうお答えでし

たけども、教育機会確保法等で考えると目的がそう

ではなくなってきているのかなと思いまして、今回、

質問もさせていただいております。まず、教育長の

答弁は分かりました。 

 あとただいまのところで、ではチャレンジ教室を

利用していない児童生徒にはどのような対応をされ

ていますか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） チャレンジ教室へ来ていら

っしゃらないお子さんについては、各学校で担任が

保護者と面談をする、あるいはスクールカウンセラ

ーと相談をする、そういうようなことで相談活動は

行っております。 

 勉強については、できれば学校へ来られればいい

んですが、来られない場合には担任がそれぞれの御

家庭に行ってこんなことをという指導をしたり、あ

るいは電話等で状況、様子を伺ったり、そんなこと

で連携を保っているところです。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） これだけ多くの不登校の児童

生徒さんがいらっしゃる中で、各学校の担任の先生

が保護者と相談したり、家庭との連携を取ったりし

ているっていうことでしたけども、それはもう、例

えば１回行けば終わりなのか、学校から出向いてい

くのか、また保護者から連絡があれば担任が相談に

応じるとか、そこら辺の状況をもう少しお答えいた

だけますか。１回やったからいいという問題じゃな

いと思うんですね、この問題。やっぱり学校の先生

だと話しづらい、そしたらそういったスクールカウ

ンセリングとかソーシャルワーカーさんに入ってい

ただくようになると思うんですけども、おおむね１

人の子が不登校に陥っていったっていうときに、学

校側がどの程度そのお子さんに関われるのか、クラ

スも持っていたら本当に大変だと思うんですけども、

そこら辺の状況をもう少しお願いします。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 関わりという観点でいきま

すと、それぞれの担任はなるべく関わっていきたい

というふうに思ってますので、そうなる入り口の時

点で毎回電話をしたり家庭訪問をしたり、学校の様

子を話したりと、そういうふうなことで密にやって

います。ただ、それが長くなってくると保護者のほ

うからもうちょっと時間を置いてからでいいですっ

て逆に言われたりとか、子供の様子を見てそういう

ような状況も生じたりとかそういうようなこともあ

りますので、保護者と連絡を取りながら週に１回あ

るいは毎日行ってる担任もいるかなというふうに思

ってます。 

 それと、スクールカウンセラーの関係ですけども、

どうしても担任とあるいは先生と話をしづらいとい

う場合には、学校にいるスクールカウンセラーを紹

介します。そうすると、１回で終わるということは

ほとんどありません。保護者の方が来て話をする、

あるいは子供が来て話をする、あるいは親と子供が

一緒に来て話をする、そういうふうな場面もいろい

ろあろうと思いますので、１回目のカウンセリング

をしたときに、じゃあ今度は１か月後に話しましょ

うというふうなことで、スクールカウンセラーのほ

うで予約を入れてってくれるというふうな形で、一

度で終わるじゃなくて何度も何度もやっぱり繰り返

し、手厚くやっているつもりではございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） このスクールカウンセラーと

かソーシャルワーカーさんっていうのは県から派遣

というか、県からお入れいただいてるということで

したけども、まずその人数というのはよろしいです

か。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） すみません、スクールカウ

ンセラーの人数ですけども、県の教育委員会から湖

西市内に４名配置されております。鷲津小中学校で

１名、白須賀小中学校で１名、東小、知波田小、湖

西中、岡崎小中で１名、新居小中で１名ということ

で、ただ岡崎小中の方はそれぞれの学校の人よりも

時間が倍になってますので、ちょっと持つ学校が多

いですが一応そんな形でスクールカウンセラーは４
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名配置されてます。 

 スクールソーシャルワーカーについては、県教委

から１名を湖西市には派遣されています。市内11校

を巡回配置しているところですけども、必要に応じ

てそこのところへ複数回行ったりとか多く行ったり

というふうな融通は利くことができます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。これ

だけ、100名近い児童生徒がいる中でスクールカウ

ンセラーさんが４人いらっしゃって、対応していく

ということいえばそんなにきゅうきゅうではないか

なと、今ちょっと安心するところではあります。分

かりました、ありがとうございます。 

 チャレンジ教室の対応策ということでは、いま一

度お考えをお伺いしてよろしいですか。チャレンジ

教室の課題と対応策っていうことについて、いま一

度確認をさせていただきたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 次の問いにも関わってくる

かなと思うんですがよろしいですか。 

○議長（馬場 衛） 神谷議員、どうします。 

○17番（神谷里枝） じゃあ次に移っちゃいます。 

○議長（馬場 衛） ３番に入ります。 

○17番（神谷里枝） はい、申し訳ありません。あ

りがとうございます。 

○議長（馬場 衛） じゃあ３番に入ってください。 

○17番（神谷里枝） では、問いの３に入ります。

不登校児童生徒の学校以外での居場所づくりをはじ

め、保護者同士による情報交換の場や相談体制など

の支援強化についてのお考えをお伺いします。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） じゃあ、お答えをいたしま

す。 

 不登校児童生徒の学校以外での居場所づくりにつ

いては、引き続きチャレンジ教室を開催してまいり

ます。 

 保護者の相談につきましては、先ほども申したよ

うに担任など教職員、スクールカウンセラー、スク

ールソーシャルワーカーなどが教育、心理、福祉の

立場から児童生徒、保護者を支援するようにしてお

ります。 

 チャレンジ教室やヤングダイヤルこさい、家庭児

童相談室においても指導員や相談員が相談活動を行

っております。 

 また、令和４年４月からですけども子ども家庭総

合支援拠点の創設に合わせて、育ちの応援ステーシ

ョン等との連携を深めていきたいと考えております。 

 今後は、不登校児童生徒の原因というのは非常に

多様化してます。これに伴って、地域や民間で適応

教室の運営をしていただける方がいれば、連携を持

ちながら不登校児童生徒の居場所を増やせるように

していきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 最後に、地域、民間と連携を

していくっていうことでしたので、やはりこういっ

た問題というのは学校だけでは本当に対応し切れな

いというのが分かっていますし、この教育機会確保

法の中でも民間との連携の重要さはうたわれており

ますので、ぜひ新年度早々にでもこういった働きか

けを教育委員会のほうからやっていただきたいとい

うのは切に願っております。 

 最初も、とにかく教育委員会としてはこの学校へ

の復帰を目標にしているっていうことでしたけども、

この教育機会確保法っていうのはやっぱりいろんな

場所で、いろんな個のニーズに応じて教育の場を考

えて社会自立へ向けていくっていう、そういう今ま

でとらわれていた考え方から少し柔軟性が帯びてき

ているように私は感じているんですけども、その点

について教育長としては多様な教育場の提供といい

ますか、その辺についてのお考えをお伺いしたいと

思います。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） なかなか難しい質問であれ

ですけども、いろいろこのコロナの関係で学校が突

然休校になったりとかそういうようなことがありま

した。いろいろ自問自答しながら、何で学校へ来る

のかな、別に学校に来んでもいいんじゃないかなっ

ていうふうに思ったこともあります。ですけども、
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いろいろ教師生活36年やってきた中で、何で学校へ

来るのかなって考えたときに、一番はやっぱり社会

とのつながり、あるいは同じ同級生だとかほかの人

たちのコミュニケーションを取ったりとか、規則正

しい生活を送ったりするこんな経験が、やっぱり学

校でないとなかなかできないのかなというふうにも

思いました。 

 学校は、じゃあどんなことをする場所かなという

ふうなことを考えたときに、いろいろな課題を乗り

越える場所だというふうにも思いました。いろいろ

な課題というのは不登校とかそういう課題じゃない

です。いろいろな課題です。ですので、できなかっ

たことができるようになる、そういうことによって

学校の意義があるんじゃないかなというふうにも思

いました。最終的には生徒が社会に出ていくための

練習をする場所かなっていうふうにも思います。 

 じゃあ、学校へ来て何をやるのかな、勉強する、

何で勉強するんだ、うちにずっとコロナのときに２

か月うちにいてなかなか勉強できなかったけど何で

勉強するんだって言われたときに、何で勉強するの

かなってしみじみ考えました。一般的には、知識を

つければ将来的に世間が開けてくるというふうに思

うかも分かんないですけども、私はずっと子供たち

を見てきて、それはその子自身が人・物・事とつな

がる、そのために勉強してるんだなっていうふうに

思います。ほかの人とか物とか事、そういうことに

つながってるのかなっていうふうにも思いました。 

 それぞれの現象というのはそれぞれに意味がある

と思います。例えば世界地図を見てもこの場所はこ

うだよ、こうだよ、それを勉強することにはその地

域のことが分かる意味があると、こういう意味がな

いと、人とか物とか事に触れられることができない

のかなというふうにも思ってます。ですので、いろ

んな意味を知る、意義を知る、それが勉強だなって

いうふうに思ってます。 

 これからは、やっぱり人・物・事とつながって世

界を動かしてくということが必要なので、やっぱ勉

強してなきゃないかんなっていうふうには思ってま

すけども、ちょっと何を言ってるのかよく分からん

くなってきて。すみません質問は何でしたかね、も

う一度お願いします。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） すみません、私の質問も本当

に分かりづらくて申し訳ないんですけども、教育機

会確保法っていう中で何が何でも学校へ復帰するっ

ていうことが大前提ではなくて、やっぱりすごい集

団は苦手でも、でも勉強はしたいよ、でもそういう

子が違う場所とか教室以外のところでも勉強したり

とかいろいろあると思うんですね。 

 今教育長がおっしゃいましたように、人・物・事

っていうことを知る場がある意味学校、教育だよと

いうことだったと思うんですけども、それもそうい

うことを学び取る手段はやっぱりいろいろあるかな

って思っています。そういった中で、やはり湖西市

の中にも現在100人もいらっしゃいますのでいろん

な、難しいのは重々承知ですけども、ある程度チャ

レンジ教室しかないよではなくて、こちらにもこう

いった同じような選択肢がありますよという体制を

取っていただけたらありがたいなって思いがありま

す。 

 そういった中で１点、教育支援センターを設置し

てこういったことに対応してはということがあると

思うんですけども、湖西市内で教育支援センターの

設置についての動向をお伺いしたいと思いますけど

もよろしいでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 教育支援センターというあ

れはどんな類いの、発達障害のあれですかね。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 適応指導教室っていうことに

なりまして、教員免許を持っている方とか臨床心理

士、社会福祉士などの資格を有する職員がいて、先

ほど５つぐらい事例を、不登校になる要因を挙げて

いただいたと思うんですけどもそういったことに対

応していく、もちろんスクールカウンセラーとかソ

ーシャルワーカーの方が配置されているパターンも

あるかと思います。そういったところで、学校に登

校するっていう結果のみを目標にするのではなくて、

児童生徒が自らの心理を主体的に捉えて、社会的に

自立することを目指す必要があるということが明記
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されていたりするものですから、そういったところ

を湖西市といたしまして教育支援センターというも

のを設置して、そこでこういったいろいろな問題を

抱えた方の相談とか支援に取り組んでいってはどう

かなと思うんですけども、そこら辺への設置とか対

応のお考えとか動きをお聞きしたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 分かりました、すみません。

支援センターをつくって、そこのところで指導した

らどうかっていうお話ですよね、ありがとうござい

ます。 

 実は今チャレンジ教室ですけどもやっていますが、

先ほども言いましたように百何人いて12人しか来て

いないというのが現状です。あと、どういうそうい

うところが必要なのかというところもまだ読めない

ところもあります。ですので、先ほども申しました

ように多様化してるもんですから、中には１人か２

人かも分かんないです。そのために、それを１つの

教室にというのはなかなかできないということもあ

るので、民間だとかそういったところの適応教室を

運営していただけるところ、そういったところと連

携を持ちながら対応していきたいというのが今現在

の気持ちです。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。やは

り地域によってはフリースクールができているとこ

ろもあったりとか、やっぱり民間さんが夜間中学を

開校していたりとかそういうところもあります。や

はり、先ほどの同僚議員の質問じゃないですけども、

本当に他市の状況と照らし合わせて、湖西市が特に

秀でる必要もそんなに期待はしないんですけども、

やはりある程度足並みをそろえるといいますか、そ

ういったことにはいろんなお子さんがいるっていう

状況の中で、この部分だけがあまり遅れてもいけな

いと思いますので、市として取り組んでいかなきゃ

いけないとか、本当に民間活力をうまく導入させて

いただいて、湖西市内における不登校児童、また御

家庭への支援の強化に、切に取り組んでいただきた

いなということをお願い申し上げます。 

 やはり子供は、小学校は６年間ですぐ卒業もして

しまいますので、あまり悠長なことは言っていられ

ないと思いますので、例えば来年度１年間かけてま

ずはどうやったら民間とうまく連携が取れて一歩で

も、例えばですけども支援センターの設置に向けら

れるかとか、学校以外の場所での子供の居場所づく

りを足がかりにフリースクールを開校できるように

するだとか、とにかく民間と連携して踏み出してい

ただきたいと思いますので、重ねてよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 先ほどの質問の答えが分か

りましたので、現在、最長に長い不登校児は何年だ

っていうのですが、調べていただいて７年間という

ことです。１名７年間の子がいます。小学校３年か

ら中学３年までの７年間であります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） よろしいですか、神谷里枝さ

ん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。そう

すると、その方はうまいこと何か変化があって社会

復帰できてればいいですけども、そうでないとする

とひきこもりになってしまったりとか、そういうパ

ターンに陥っている可能性もなきにしもあらずとそ

ういったことですね。 

 ですので、やはり教育長の答弁にもありましたけ

ども、不登校かなどうかなっていう入り口での本当

に対応、関わり、周りの大人の接し方、そこが本当

に重要なことになってきますし、その方の人生を一

生左右してしまうことになりますので、やはりここ

は、人口から比べれば少人数かもしれませんけども、

すごく重要なポイントだと思いますので、目をしっ

かり向けて取り組んでいただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。ありがとうございます。 

 では次の施政方針について、移らせていただきま

す。 

 施政方針について、引き続き職住近接に取り組む

施政方針が表明され、10年後、50年後の未来を見据

えたまちづくりを進めるに当たり、現時点での確認

や多様な意見を議論し、住みたい・住み続けたり持

続可能なまちづくりの方向性を見いだす必要性を感
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じています。そこで、職住近接の取組について有効

性を高めるために質問させていただきます。 

 まず、子育て・教育の充実におきまして、ＧＩＧ

Ａスクール構想に絡み、不登校児童生徒にオンライ

ン教育の場を提供し、また出席扱いにするなど教育

機会確保法への対応について、市長の方針をお伺い

します。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 教育機会の確保法については、大分教育長からも

答弁があったとおりですけれども、今の御質問の中

のまずＧＩＧＡスクールに関しては、今回のタブレ

ットが各学校というか児童生徒１人１台に配備され

ましたので、ちょうど今コロナ禍ということで学級

閉鎖の学校なども出ております。その中で、オンラ

イン授業などもできるように大分なっておりますの

で、そういった形で有効活用していただいて、これ

はもちろんそういったコロナ禍というのだけではな

かったわけですけれども、先ほど議員からあった不

登校の児童生徒、そういった方々に対してもタブレ

ットによる授業というか教育機会の提供という形で、

登校したり教室に入るというような負担感を軽減し

た上でも、学習の機会が提供できるようになったと

いうことが環境の機会が整ってきたうちの一つに入

るんではないかなというふうに思っております。 

 もちろん、さっき教育長からもありましたけれど

も、授業とかタブレットが全てではなくて、やっぱ

り社会との関わり、つながりだとか中身が大事なの

であって、まずは一つの手段として今回のタブレッ

トで授業が今できるようになったというのは一つの

前進だというふうに思っております。 

 もちろんその次の出席扱いに関しては、これは国

のというか文科省の通知にも書かれていますので、

出席扱いにするかどうかというのはさっきの中身が

大事だっていうとこと同じで、学校とか御家庭って

いうか、お互いに協力・連携が保たれているという

ことですとか、要は一方的なものではなくて双方向

で授業というのか意思の疎通というのかができてる

かどうかを基に、各学校で学校長が判断するという

ことになっていますので、その中で出席扱い等に関

しては、一つ、タブレットが前進だというふうに申

し上げましたけれども、その中でしっかりコミュニ

ケーションを取っていただきながら御判断をいただ

ければなというふうに思いますし、やっぱりタブレ

ット等のＩＣＴの活用はこれからも増えていくと思

いますので、個々の状況に応じて先ほどの不登校の

児童生徒にも学習支援等々につながっていくように、

引き続き努めてまいりたいというふうに思っており

ます。 

 もちろんそのタブレットだけではなくて、さっき

教育長からあったチャレンジ教室だとかそれ以外の、

先ほど最後のほうにあった民間の方々、地域の方々、

そうやってやっていただける方との連携を、当然そ

こは前向きに必要だろうというふうに思っておりま

すので、そこはもちろん中身これからだというふう

に思いますけれども、個別にそういった教育を受け

ることができる、成長の機会が持てるというような

ものは、引き続き支援に努めてまいりたいというふ

うに思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。今、

教育サイドのほうでオンライン授業がどの程度でき

るようになっているのかということは、できるよう

になっている体制は取っていると思うんですけども、

実際どの程度できるのかなというのがちょっと不透

明ではありますけども、あくまでも本当にタブレッ

トを使って集団が苦手な子に対してはタブレットを

通じて授業配信もできるような体制を、湖西市とし

ては進めていってくださるというふうに解釈してい

てよろしいですか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 おっしゃるとおりだと思います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。それ

で、そういった学校以外のところでそういうふうに

オンライン授業を受けたということを例えば出席扱

いにできるかどうかというのは、確かに各学校長等
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の判断によると思いますけども、こういったものも

湖西市の教育委員会の中である程度、基準といいま

すかガイドライン的なもの、何かそういう各学校長

の判断に委ねるんではなくて湖西市教育委員会、ま

た湖西市としてこういう線を引いておくっていうよ

うな検討するというのはどうなんですか、考えられ

ていますか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 教育委員会でというか、こ

れ文科省のほうから実は通知が来てて、オンライン

というあれから。要するに対面、双方向でまずでき

るということが肝心であって、あと面接っていうん

ですか、面と向かって対話できる、家庭訪問したと

きにそうやってできるとか保護者との連携、こうい

ったことが満たされて学習的内容を学校長が判断し

て出席と認めるというようなことですので、まず双

方向でというのがまずはやっぱり一番大きいかなっ

て、そこは各学校にも通知をしてますので、こんな

観点でやってくださいということで統一をしてると

ころであります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 双方向でっていうことで、湖

西市も例えばＷｉ－Ｆｉ環境がない方には貸し出す

とかそういったことも対応してますので、そういっ

た環境整備は湖西市は整っているっていうそういう

ことでよろしいですね。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 整っている、整いつつある

と言ったほうがいいのかも分かりませんけど、一応

準備はしてあります。準要保護の方については借り

られる状況にはなっていますので、あと各家庭のギ

ガ数がどうかって多少心配なところもありますが、

本格的になったときにまたそこの辺は確認をしてい

きたいというふうに思ってます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。湖西

市としてもＧＩＧＡスクール構想にちなみまして、

教育確保法への対応を積極的に進めていってくださ

るっていうふうに解釈をいたしまして理解をいたし

ました。 

 そういった中で１点、子供の居場所づくりやフリ

ースクールなどを提供するに当たりましても、場所

や資金繰りで苦労されている方もいらっしゃいます。

また、居場所とかフリースクールを利用するにしま

しても、利用料の負担が結構かかっていくと思いま

す。こういった利用料の負担を市単独でやって、新

潟県の上越市ではフリースクール等利用支援補助金

っていう交付を行ったりしてますけども、やはり取

ってつけたような言い方で申し訳ないんですけども、

子育て支援っていうものに力を入れていらっしゃる

影山市長として、こういったことも一つ、すぐには

言いませんけどもちょっと検討いただきたいなと思

うんですけどもいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 どんな形での支援が必要なのか、できるか、これ

はやっぱりその民間でやっておられる方だとか地域

でやっておられる方様々な、当然御自身でやってお

られることに対してのどんな支援が必要かっていう

のは、これはまた個々に相談させていただければと

いうふうに思ってますので、そのケースごとにでき

ることを考えていきたいというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。やは

り民間のそういう居場所に通ってる方で、１回につ

き2,000円で週に二、三回行けば掛ける４っていい

ますと結構家計の負担になるんですね。ですので、

そういったところで少しでも子育て支援っていう観

点から、いろいろ所得制限とか細かいことは別にし

ましても、まず大きく捉えて湖西市もそういった支

援もしていくっていうことを市長のほうで検討して

いただけると大変うれしく思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 では、２番目に移ります。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝議員、すみません。

再開から１時間ちょっと超えましたもんですから、
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ここで暫時休憩とさせていただきたいと思います。

再開を14時15分とさせていただきます。 

午後２時02分 休憩 

───────────────── 

午後２時15分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解いて会議を再開しま

す。 

 神谷里枝さんの一般質問を続けます。施政方針の

２番目からとなると思いますが、神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） よろしくお願いします。２番

目といたしまして、将来に向けた今後の学校の在り

方についての市長の見解と、学校施設適正化検討委

員会の提言が３月に提出されるとのことですが、教

育委員会との連携についての方針をお伺いします。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 ちょうど今朝も東小学校へ行ってきたところなん

ですけれども、そこで先生方ともお話をしたり、湖

西市に限らずですけどやっぱり少子化というのは、

子供、児童生徒数っていうのが人口減少の中で児童

生徒の数も減っていくというのは、これはもうどこ

の市町村でも対策はしてますけれども、甘受しなけ

ればいけないというふうに思っていて、だからこそ

今議員おっしゃったような検討委員会をやっていた

だいてるわけです。 

 やっぱりそこで何のためにっていうと、子供たち

の望ましい最適な教育環境、学校環境、教育環境が

第一だという観点からお話や意見交換いただいてき

ましたので、この前、昨日、一昨日かな、３月２日

が全体会議自体は最終回で開催いただきまして、今

度３月16日でしたか、今もう最終的な報告書の調整

を行っていただいてますので、予定としてはそれぐ

らいに報告書というか提言書というかを頂く予定と

聞いております。 

 冒頭申し上げた、やっぱり少子化の中でも望まし

い学校の在り方、子供たちの教育環境、例えば今で

も中学だったら思うような部活ができないだとか、

当然これは小学校でもそうですけど、友達とかクラ

スのお友達が少ないよりは多いほうがいいと、学校

行事もなかなかできない、人数が少なくてできない

よりは当然いろんな様々な学校行事ができたほうが

いいというような御提言、例えばやっぱり複数クラ

スがあったほうがいい、望ましいのは１学年２クラ

ス、もしくは３クラスあるのが望ましいみたいなお

話もこれまでの学校再編委員会の中でいただいてき

ましたので、そういうようなものをこれから御提言

いただいて、さらには、当然その第一で子供たちの

教育環境を学校再編の中で整備していくわけですけ

れども、同時並行で当然地域のコミュニティ機能だ

とか保護者の皆さん、地域の皆さん、そこと一緒に

話合いをしながら丁寧に進めていかないといけない

というふうに思っております。 

 もともとの出発点は、去年のこのときだったか去

年の総合教育会議でも言ったとおり、令和８年の４

月入学の子供たちで、学校によってはもう１桁の生

徒しか入学しないような学校も出てきてしまうと、

そうなる前にしっかり手は打たないといけないとい

うのは１年前に申し上げた記憶がありますけれども、

施政方針でしたかね、１年前の。というところは、

やっぱりそうなってから考えるんではなくて、今の

うちからこういう数字ですよと、現実的な数字を見

ながら地域の皆さん、保護者の皆さん、学校の皆さ

ん、様々な関係者の方々と、今回の１年かけた学校

の再編委員会もそうですけれども、さらに各論に入

って検討を続けていって、望ましい学校の在り方を

それぞれの地域でつくり上げていかないといけない

なというふうに思っております。 

 ちょっと質問が全部答えられたかどうかあれです

けれども、当然教育委員会と市として、地域と保護

者、学校などと連携をして行っていきたいというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 学校の適正配置について、市

長が市民に向かって統廃合云々いろいろについて明

言っていうのは今までありましたか、施政方針とか

そういった中でされてましたか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 記憶があるのはというか、去年の施政方針という
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かこの予算のときの話で、その学校の再編検討委員

会を立ち上げますよと言ったときに、先ほどの現実

的な数字の話と学校の在り方を考えなきゃいけない

と、令和８年４月にこういう数字があるのでやって

いかなきゃいけないというのを申し上げた記憶はあ

るのと、去年のその後の２月だったか３月だったか

総合教育会議がありましたけど、そのときにも明言

させていただいたのはあります。ちょっとその２つ

は自分の中での記憶はありますので、もちろん少子

化は全国的に苦しんでおりますけれども、やっぱり

それはそれで現実的な学校の在り方っていうのは考

えないといけなくて、別途、さきほど別の議員から

もあったような浜松湖西豊橋道路とか、インターチ

ェンジ周りの宅地だとか商業施設とか、人口が増え

るような、宅地が増えるような政策は同時並行でや

っていかないといけないと思いますけれども、そこ

は両面からやっていかなきゃいけないというのが現

実的な政策、行政としての責任だというふうに思っ

ております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。私も

以前、自治会さんとの話合いの場に同席させていた

だいたことがあったりしたんですけども、なかなか

教育委員会さんなりの職員さんの対応も大変だなと

いうのが実感いたしておりまして、今の市長でした

ら市長の方針をはっきり、その学校区の方に説明し

たりなんなりすれば、ある程度納得をしていただけ

るんではないかなって気がしないでもないんです。 

 やはり、市としての方針を明確にするっていうこ

とはすごく大事なことです。それにして、あとは教

育委員会がまたいろいろな手順を企てていくのかな

と思っておりますけども、先ほど市長の答弁の中に

令和８年にはどこかの学校が、本当に新入生が１桁

台になってしまうよっていうことも発言されていら

っしゃるということでしたので、市長の頭の中では

そこへ行くまでにある程度適正配置、提言をいただ

いたりいろいろなことを加味した中で、市長として

は令和８年度に行く前にある程度の適正化配置を推

進したいと思っていらっしゃるんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 前段のさっきの市の方針とか考え方っていうのを

明確にするっていうのはそのとおりなので、そこは

言っていかないといけないというふうに思ってます

ので、ちょうどさっき東小の話を出したのは、東小

の校長先生は浜松市からですけど、今浜松市がやっ

ぱり元城小とかを、学校番号１番の元城小がなくな

って中部学園に今なりましたけれども、そのときが

物すごくつらかったというのは御経験として語って

おられましたので、それはそうだろうなと、そんな

簡単なことじゃないだろうなと。これは今、ほかの

牧之原市だって12校を２校でしたっけ、それぐらい

の抜本的な学校再編を行おうとしてる中で、やっぱ

り相当、地域との話合いには御苦労されながら丁寧

にやっておられると、ほかの愛知県の瀬戸市とかも

そうだったと思いますけれども、そういうようなも

のはこれから、今回委員会からの御提言なり報告書

を頂いて、この４月というか、それを頂いてから今

度は各論を各地域、各学校区というのかでやってい

かないといけないなというふうに思っておりますの

で、そこはさっき、一つの例として令和８年の４月

の数字は出しましたので、何かしらやっぱりスケジ

ュール感というかそれは持たないと、やっぱりいろ

んなところで話をしていても、こういう話をしても

どうしてもそれが今は30人ぐらいいますとか、今は

２クラスあります、もしくは今はこれだけの規模が

あるんでなかなか現実味というか将来減ったときの

ことが、これはやむを得ないことかもしれませんけ

れどもそういう実感が湧かないという話は聞きます

ので、しかしながらやっぱり現実的な数字を出しな

がら数年後にはこうなってしまうので、その前にじ

ゃあここのとこをこうしましょうとかこういうふう

にしましょう、それを形づけていきましょうという

のはスケジュール感を持ちながら、例えば学校だっ

ていろんな工事をしたりだとか再編するには、そう

いった物理的なものも必要になってきますので、そ

ういったスケジュール感を持って、もちろんそれが

明確にこの時期までっていうのはなかなか今から決

めてしまうのは困難かもしれませんけれども、ある
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程度のスケジュール感を持ってそれを逆算して行っ

ていくということが、これから地域とお話合いをす

る中で必要かなというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。今市

長からスケジュール感を持って進んでいくっていう

お言葉をいただきましたので、本当に公共施設の再

配置も全てにおいて決断が必要なことに直面してい

くことは承知していますけども、この学校の適正化

配置につきましてもスケジュール感を持って進めて

いっていただきたい。また、旗振り役としても市長

の手腕に期待したいと思います。ありがとうござい

ます。 

 では、最後の質問に移ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○17番（神谷里枝） 産業の振興ということについ

てであります。大倉戸茶屋松線整備や企業誘致が

着々と図られており、風景の変化に驚きを感じてい

ます。整備が進むことによって、国道301号線の朝

夕の渋滞や古見交差点、市道三ツ谷谷上線との交差

点付近の渋滞がさらに増す心配の声が地域住民から

も上げられております。湖西市を縦断する主要道路

301号線、特に古見の交差点から南方向に向かって

ジャンボエンチョーの交差点までの渋滞緩和につい

て、市長のお考えをお伺いします。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 議員おっしゃるとおりで、今まさに大倉戸茶屋松

線というか、この市役所から新幹線の南に行くとま

ちの姿が変わっていくというか、日々、通るたびに

変わっていくというふうに感じております。市民の

方からもよくそれはおっしゃっていただきますし、

この前、たまたま上空からっていうか、今の浜名湖

西岸の土地区画整理の現場と大倉戸茶屋松線の工事

現場を空からの写真を見る機会があって、大分湖西

市の全体を見ても大きく変革しているんだなってい

うの実感をすることができました。 

 今あった大倉戸茶屋松線がやっぱり整備されるこ

とによって、多分、当然あそこに工場ができますの

で物流の観点からもこの南のほう、大倉戸インター

を通ってそこからいわゆる三河港っていうか、愛知

県のほうに行ったり浜松方面、もしくは東名のイン

ターチェンジとかそっちのほうに行くようなアクセ

スは間違いなく向上するというふうに思っておりま

す。これは物流だけじゃなくて、人の流れ、車の流

れがそうなるということですので、あの大倉戸茶屋

松線を使っていただくことによって、今議員のおっ

しゃった古見の交差点もそうですけれども、特に慢

性的に渋滞してるような301号線でいうと、鷲津の

駅前からあと新居関所の前を通って浜松市に行くよ

うなああいったところの渋滞は解消されると、この

大倉戸茶屋松線を使う方が増えることによってとい

うふうに思っております。 

 他方で、やっぱり今の新幹線から北側に向けて、

今の大倉戸茶屋松線は浜名湖西岸区画整理の50ヘク

タールのトヨタの燃料電池工場のところまでですの

で、そこからさらに北側まで整備はしていくわけで

すけれども、それまでの間はやっぱり工場ができる

ということで先ほどの物流だとか車の流れも増えて

いくということがありますから、これは車の流れが

増えるということは渋滞の懸念もあろうかと思いま

すし、今ちょうどワークショップ、地域の方々と始

めさせていただいておりますけれども、当然そこは

従業員の方もそうですし地域の方からの御懸念はご

もっともだろうというふうに思っております。 

 そこはやっぱりこれからのというか、来年７月に

は一部の操業開始も予定をされていますし、すぐに

一気に増えるわけではないですけれども、徐々に

徐々に工場が建っていけば、そこに通われる従業員

の方、もしくはそこに運ぶトラック等々も増えてい

きますから、これから大倉戸茶屋松線の北側ですね、

新幹線を越えて北側につなげるときに併せて着地点

の、例えば大倉戸茶屋松線と今ある現道とどう接道

するかっていうか接続するかとか、そのときの例え

ば信号だとか信号の位置だとか合流するとき、もし

くは右折する場合の右折レーンをしっかり、ほかの

交差点でも同じですけれども右折レーンの設置をど

うするかとか、そういった個別の具体的なことを一

緒に考えていきながら、なるべくそういった渋滞だ
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とか御不便を感じさせないような形で行っていけた

らなというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。今こ

この南へ向かっていく道路でも新たな店舗が出てき

ていただいたりしています。それはうれしいことな

んですけども、それによってやっぱりお店に入る車

が路上に停車していたりとか、一車線しかないので

追い越すにも追い越されなくて、ずっとつないで次

の交差点も通り越して渋滞してしまっているってい

うケースもあったりします。そういった中で、本当

に発展していくにはいいのかもしれませんけども、

やはり対応できる、先ほど市長の答弁にもありまし

たけども右折レーンを造るとか、矢印信号を何とか

市としてお願いするとか、そういったまずはできそ

うなところを一生懸命、市として建設なんなりにお

願いしていただいて、ジャンボエンチョーの交差点

のところは私も今の県議ではない県議のときからち

ょっと県議にお願いしたりはしたんですけども、ど

うにもらちが明かないような状況で全然改善されな

いんですけども、いっときの渋滞って言われるかも

しれませんけども、大倉戸茶屋松線等を直したりし

てくることによって、そちらに流れる車がどうして

も増えることは間違いないのかなと思いますので、

市として完成後ではなくて現在でもお願いできると

ころはしっかりお願いをして、警察にお願いをして

いただいて少しでも渋滞緩和に結びつけていただき

たいと思いますので、また市長の行動力に期待をし

たいと思っております。 

 お願い申し上げまして、私の質問を終わります。

ありがとうございました。 

○議長（馬場 衛） 以上で、17番 神谷里枝さん

の一般質問を終わります。 

 次に、８番 高柳達弥君の発言を許します。 

  〔８番 高柳達弥登壇〕 

○８番（高柳達弥） ８番 高柳達弥でございます。

２点質問いたします。 

 最初に、公共施設再配置計画（公共建築物）の進

捗状況について伺います。 

 公共施設等総合管理計画は、公共施設の適正配置

を中長期的な視点で平成27年度に策定（令和３年度

改定予定）とされています。平成28年度に公共施設

の適正配置を進めるため、公共施設再配置基本計画

を策定、そして個別計画で再配置の行動計画が示さ

れていることについてです。 

 じゃあ質問の目的ですが、公共施設等総合管理計

画により、公共施設等の更新、統廃合、長寿命化等

が計画的に行われ、将来の財政負担が軽減されるよ

う計画の進捗状況を確認し、公共施設の適正配置を

着実に進めるため。 

 質問事項として１番、公共施設再配置個別計画第

１期（2017～2020年度）の縮減面積、管理運営等の

削減効果についてお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。企画部長。 

  〔企画部長 小林勝美登壇〕 

○企画部長（小林勝美） お答えいたします。 

 第１期におきましては、譲渡２施設、解体３施設

の再配置を実施したことによりまして、縮減面積は

4,649平方メートル、管理運営費縮減額が累計で１

億9,279万円の削減効果となりました。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 高柳達弥君。 

○８番（高柳達弥） 今この１期では施設として９

施設を実施されたということで、譲渡、廃止が５施

設で面積は言われましたが、縮減率は２％になると

いうことですが、この期にはこのうち３施設につい

ては廃止と取壊しという形で、取壊しの中では３施

設で約４億円かかっておるということで、それで先

ほど言った削減効果は２億円ぐらいということで、

これらを見ると本当に費用対効果、個別計画ではい

いですがお金の面でいったら縮減効果が上がったの

かどうかと、それで１期だけで、１期というのはそ

んなに準備もできてなかったものですから、そんな

に箇所数もできなかったし縮減率も２％ということ

で、やった廃止施設も実際には今まで役割を終えて

おったものを整理したということで、本当のこの事

業の効果というか、進んだのかどうかっていうよう

な感じで１期のほうは感じております。そこら、１
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期目なもんですからしようがないと思いますが、そ

ういうことで次の２番目のほうに行きたいと思いま

す。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○８番（高柳達弥） 公共施設再配置個別計画第２

期、2021～2025年度の短期実施事業における面積縮

減により管理運営費用の削減効果はどのようになる

か、お伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（小林勝美） お答えいたします。 

 再配置個別計画の第２期におきましては、公共施

設の解体や譲渡によりまして縮減面積は6,029平方

メートル、管理運営費縮減額は10億9,738万円を見

込んでおりまして、第１期からの管理運営費累計縮

減額としては12億9,017万円を見込んでいるところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 高柳達弥君。 

○８番（高柳達弥） ２期事業も今始まって、これ

から2025年度までにやっていくわけですが、その予

定としては縮減率が2.7％ということで、あまり１

期と変わらないような状況です。 

 そういう中で、個別に見ても実施することは解体

とか大規模改修というような形でやられると思いま

すが、解体にしても費用が５億円ちょっとかかるよ

うな形になるし、大規模改修も計画にはありますが

80億円以上かかるということで、また消防庁舎とか

給食センター、これも入りますもので実際にはそこ

ら辺で相当の、合わせてもそういう形で大規模改修

とかいろんな事業をやる中でも130億円ぐらいの市

費がこの５年間にかかるじゃないかということで、

それで今縮減率が2.7％、この再配置基本計画の中

でもそんなにいろいろちょこっとやるだけで相当の

金が必要になるよと、財政的にやることはいいんだ

けれども、この２期については大変な形になって、

財政負担の具合によってまた進捗が変わってきちゃ

うんじゃないかということで、実際にこの縮減率も

2.7％ということでいかないかも分からんというよ

うな形になるんじゃないかなってそんなふうに感じ

ております。そういうことで、これについてどうの

というあれはありませんが、そういうことで次に、

３番に行きたいと思います。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○８番（高柳達弥） 公共施設の再配置の個別計画

の３期を、短期と長期検討事業に分けて事業を進め

る理由をお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（小林勝美） お答えいたします。 

 当初作成しました公共施設再配置個別計画におき

ましては、第１期と第２期の９年間を、１期のほう

を短期実施事業、２期のほうを短期検討事業、それ

から第３期と第４期の合わせた20年間を長期検討事

業と位置づけてまいりました。 

 短期実施事業、短期検討事業においては、取組ス

ケジュールを具体的に示すために、各年度ごとにス

ケジュールを掲載しています。長期検討事業につき

ましては、具体的な計画が大分先のことだというこ

とで立てにくいということや、社会経済情勢の変化

ですとか財政上の問題だとかいろんなことにより、

計画変更が必要になるということなどを考慮しまし

て、各年度ごとではなくて５年間に取り組むスケジ

ュールを掲載させていただいております。 

 令和２年度で第１期が終了したことに伴いまして、

個別計画を改定し、改定年度から10年間を短期実施

事業、短期検討事業と位置づけるため、第３期を分

割し、前半のスケジュールを具体的に示す短期検討

事業、第３期の後半を長期実施事業と位置づけたも

のであります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 高柳達弥君。 

○８番（高柳達弥） 分かりました。３期を前期５

年という形でやるわけですが、それの予定でもその

５年間で縮減率は１％と、あとの残りの５年を長期

としてやるということでも2.7％で、合わせても３

期としては3.7％の予定でおるという形で、短期の

前期１％というのが、本当にこの３期全体の中では

低いわけですが、そこらは２期のずれ込みがあるか

ら、そこらも受けた中でという形の含みもあるかも

分かりませんが、どっちにしても３期に入ってもこ

の縮減率が上がらないというか、この個別計画なり
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この再配置基本計画によって計画を立ててるもの、

あまりにもこの進度が低いじゃないかと、もっと目

標を上げるべきじゃないかなと思うんですが、そこ

ら辺はどんなもんでしょう。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（小林勝美） ４番目のほうでもちょっ

と答えることになるかと思いますけど、おっしゃる

とおりで今の個別計画によりますと、指摘のありま

したように2.7％だったり１％ということで進捗は

進まないわけですが、先ほど神谷議員のときの市長

の答弁にもありましたように、学校教育施設適正化

検討委員会のほうで御提言をいただくことになって

おりますので、今回この中には学校の施設のことは

具体的に個別計画に乘っておりませんので、その計

画がはっきりしてくれば学校に占める割合も多いも

んですから、その計画をまたこの個別計画のほうに

入れて進捗を進める。もちろん学校だけじゃなくて、

ほかの施設の進捗も考えなければいけませんので、

その辺も含めて、前から30年間でとにかく20％削減

するというのが目標でございますので、それを達成

できるような計画に計画を変更していくというよう

な形で考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 高柳達弥君。 

○８番（高柳達弥） 今のは分かりますが、そうい

うことで４番のほうへ入っていきたいなと思います。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○８番（高柳達弥） 公共施設の適正配置を進める

中で、言われたように30年間に公共施設の総延べ床

面積を20％縮減する目標を、これまでの進捗状況か

らどう捉えるかという話ですが、またモデルプラン

のような再配置を進めないと削減目標が達成できな

いと考えるということで、今まで市長のお話もあり

ましたが、そこら辺ちょっと４番目をお願いいたし

ます。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（小林勝美） お答えいたします。 

 第１期では、令和２年度における新型コロナウイ

ルス感染症の影響による歳入の減ですとか、コロナ

対策に要する費用の発生の影響を大きく受けたこと

などによりまして、事業の見直しにより計画どおり

縮減面積を達成することができなかったというふう

に認識をしております。 

 また、令和２年度末に改定した再配置個別計画に

おきましても議員御指摘のとおり、計画期間終了時

点ではまだ縮減率の20％を達成できないという見込

みとなっております。 

 総延べ床面積20％の縮減目標を達成するためには、

先ほども申しましたが本年度末、報告予定の学校教

育施設適正化検討委員会の結果を踏まえ、少子化に

対応できるよう学校施設の適正配置ですとか再編な

どを検討する予定となっております。もちろん、検

討に当たっては子供たちの教育環境を第一に考える

ことが大切だと思っております。 

 これから教育施設の再編や再配置などを含めたそ

のほかの公共施設の全体の再配置の見直しを行いま

して、施設の総延べ床面積の縮減や統合、複合をよ

り一層推進していかなければならないというふうに

考えております。 

 再配置個別計画にありますモデルプランにつきま

しては、公共施設を複合化した場合の例としてお示

ししておりますけれども、公共施設のマネジメント

として統廃合や複合化の可能性について、施設所管

部門内で検討をし、地域や利用してる市民の皆様に

丁寧に説明を行いながら、再配置を推進していきた

いというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 高柳達弥君。 

○８番（高柳達弥） 分かりました。今お話ありま

したように、学校教育施設の延べ床面積の割合です

が、これが公共施設建築物の全体の40％を占めてる

ということで、ここをやっぱり見直さなければとて

も20％の縮減の目標は近づかないとそんなふうに思

います。 

 そういうことでお話もありましたが、出生率の統

計を見ますと、平成28年から令和２年の５年間で約

90人の出生者が減るという形になります。この見込

みでいきますと、また令和３年から令和７年の５年

間には、令和２年には356人ということですが、今

言った減少でいくと５年の令和７年ですか、そのと



１１２ 

きには出生者が200人ぐらいしかならないと、こう

いうことになれば本当に校舎なんかはガラガラにな

っちゃうんじゃないかと、そういうことでいろいろ

準備も進めてるが、実際にはそんないろんなことを

言ってる状況でなくて、早急に統合とか複合化をあ

る程度指針を示してどんどん進めるべきじゃないか

なと、そんなふうに感じます。 

 いろいろ市長もお話がありましたが、この予測を

見れば本当にそんな余裕はないじゃないかなと、今

からいろいろやっても５年ぐらいとかすぐたってし

まいますので、そこら辺は本当に考えていただきた

いなとそんなふうに思います。 

 それで、学校施設のことも言いましたが、再配置

計画に当たっては公共施設のマネジメント基本方針

というのありますよね、それの考え方もちょっと今

前後しましたが、ちょっともう一回はじめから言い

ますが、今そのことで言いました中で元へ戻します

が、この個別計画の中で30年間で公共施設の延べ床

面積は20％縮減の計画目標は達成できないと、そう

いういうふうに個別計画のほうへもうたってありま

すよね。今後は個別計画を見直しながら、床面積の

削減や統合・複合化を進め、20％の縮減を目指すと

いうことで、この個別計画のほうではもう本当にで

きない、計画を投げ出してるような個別計画になっ

てしまっているわけですが、先ほど言ったような形

で本当に急いでやらなきゃならないような状況にあ

るじゃないかなと、そんなふうに感じております。 

 それはそういうことで、先ほど言いましたように

配置計画に当たってはその公共の施設のマネジメン

ト基本方針の基本的な考え方というのが大きく３つ

あると思います。施設の総量の縮減、２つ目には安

全性の確保と機能の複合化、３つ目には運営の適正

化という形の中で、これを総合的に進めていくとい

う形ですが、先ほど言ったように施設の総量の縮減

はもう諦めちゃっとるようなもんで、なかなか進ま

ないじゃないかなという形になるですが、やっぱり

総合、公共施設の、施設の再配置っていうか総合計

画を進めていくためには、やっぱり総量も努力する

があとはやっぱり安全性の確保とか機能複合化、そ

れとか運営の適正化とこういうことを併せて全体で

進めていくという形になっとるもんですから、やっ

ぱりそちらのほうも今は縮減等も併せて今あとの２

つを進めてもらいたいと思うんですが、そこらも３

つの中で縮減はあれですが、あとこの基本方針の考

え方の中で全体的にどういう方針っていうんですか

ね、進めていくのかなと。この再配置の計画を進め

るに当たっての考え方を教えていただきたいなと思

うんですね、お願いします。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（小林勝美） 今３つの総量の縮減、そ

れから安全性の確保とか複合化、それから運営の適

正化ということでその３つのうちそれぞれどうかと

いうことなんですが、総量の縮減につきましては先

ほど個別計画のほうで議員から御指摘ありましたが、

確かに20％、このままではできませんと書いてある

んですが、これを決して諦めたということではござ

いません。やはり先ほど言いましたように学校施設

なんかの見直しもした中で、学校施設だけではもち

ろんありませんけど、学校施設の場合は縮減ありき

というよりは子供たちの教育環境をまず整えるとい

うことが第一だと思っておりますので、その中で地

域の方も理解をいただきながら、この20％を超える

ような計画に変更していければというふうに思って

おります。 

 それから安全の確保それから複合化とか、これは

もちろんこの計画の中にも複合化の検討ですとか、

古くなったものは安全・安心に市民の方が活用して

いただけるような施設に大規模改修をするだとか、

そういったとこで実行していければというふうに思

っております。 

 それから運営の適正化につきましては、今も庁舎

とか維持管理などを一括で地域包括支援センターで

委託をしたりしておりますけど、そういった中で適

正化を図っていければというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 高柳達弥君。 

○８番（高柳達弥） 今言われましたように、この

安全性の確保と機能の複合化という中で、やっぱり

大規模改修ということで今この個別計画の中にも大

規模改修をするということが多く計画されておりま
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すが、今学校の老朽化状況というのを見ますと、こ

の３期の後半では40年以上の建物が65％、30年以上

が86％ということで、学校の施設の長寿命化計画で

は学校施設の目標の使用年数というのは80年間と言

われておるわけですが、その校舎の中で、小学校の

中で校舎の状況ですが、東小の経過年数は53年で30

年と残り27年、それから新居中学は経過年数48年と

いうことで残年数は32年ということで、大規模改修

をしても30年くらいしか使用期間がないという形の

中で、相当あちこちやるということですが、多額の

費用をかけても意味がないことはないですがちょっ

と無駄もあるじゃないかなということで、というこ

とでやっぱり理由としましては学校の設置基準とい

う形ですが、昔は学校の教室については学校教育法

で昭和22年、文科大臣が定める設備とか編制に関す

る基準で造られとるという形の中で、そういうこと

で学校が建てれてその基準でずっと今まで来とるわ

けですが、平成14年に設置基準が定められ、東日本

大震災を機に改正されています。学校を新設・改修

する際の留意事項として、施設整備指針というのが

まとめられたということで、８回にわたって現在ま

で改正されておるわけですが、この内容につきまし

ては、新しい校舎を建てる場合には感染症対策やＩ

ＣＴ化に対応した学校を造ってくれという形の中で、

一つには教室と廊下の壁をなくして三密を回避する

と、２つ目にはグループ学習に適したオープンスペ

ースの設置、３つ目には大容量通信網を整備すると、

それからトイレの洋式化とこういうような形でこれ

からはやっていかにゃ、造っていくんだよというこ

とで、そういう状況の中で昔のままの形で造られた

学校教室を今さらこんな修繕というか、改修しても

時代遅れになってしまうもんですから、やっぱりそ

こらも建て直すとか、残り30年、今の時点で27年ぐ

らいですが、実際そういう始めには20年ぐらいにな

ってしまうと、そういう形でほかの学校もあると思

いますが、本当にこれから大規模改修してくよりは

先ほど言ったように統合するとか再配置の中とか、

そういういろんな形の中で検討していかないと、あ

る程度無駄な費用を投資するような形になるもんで

すからそこらも考えていただいて、先ほど言いまし

たような形で、子供も少なくなることだし、いろん

な面で検討もしていただきたいなとこのように感じ

ます。これは答えは要りませんけど、そういうこと

で、そのためにはこういう管理計画がありますが、

その中で個別計画を進めるに当たりましては企画部

門でいろいろまとめたり進めていますが、特に学校

に限らず、施設の管理の所管課がやっぱり主導して

全庁的に取り組まなければ、この再配置計画という

のが進んでいかないと思いますので、先ほど言いま

したように財政的な面もありますが、改めてそうい

う形で全体で、教育委員会の関係もありますがその

ほかの施設もありますので、そういうことで検討し

て進めていっていただきたいなと思いますがどうで

すかね、部長。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（小林勝美） 学校のほうにつきまして

は、先ほどの検討委員会の結果を踏まえて、これか

ら教育委員会中心に学校の施設の適正配置、再編な

ど含めて検討していくことになろうかと思います。 

 全体としましては、おっしゃるとおりこういった

ものを含めて、またこの計画のほうに盛り込んでい

きますけれども、企画部のほうとしては取りまとめ

をして進捗管理をしていくという立場でもございま

すので、毎年、年度の当初におきましては施設所管

課に対しまして取組の状況、個別計画には何年度に

何をやるということが記載してございますので、そ

のヒアリングをやっております。ちょうど今の時期

なんですが、年度末になりますとその結果がどうだ

ったかと、取組ができたのかどうかというのを報告

していただいたりとか、例えばその取組ができなか

った場合には、その理由も併せて提出をしてもらっ

ております。今これを取りまとめて、また来年度の

当初にヒアリングをして今年度はどうする、遅れた

分をどうするんだと、取戻しするのか先送りするの

か、その辺の理由も併せて調整をしておりますので、

その辺の進捗管理については資産経営課のほうでし

っかりとやってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 高柳達弥君。 

○８番（高柳達弥） 今お話をした関係は、市長が
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十分承知しておると思いますので質問いたしません

ので、次の２番目の施政方針について伺いたいと思

いますので、よろしいですかね。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○８番（高柳達弥） 質問しようとする背景や経緯

ということで、新居弁天公園地域のにぎわい創出や

浜名湖全体の観光拠点のためにサウンディング型市

場調査を実施したとの説明があり、新居弁天地域の

整備・管理運営事業者の公募を行っており、年度内

に事業者の決定を予定していると。 

 質問の目的としまして、新居弁天地域を浜名湖全

体の観光拠点として進めるためということで、質問

事項の１番ですが、新居弁天観光地域の利活用につ

いて、サウンディング型市場調査結果は国土交通省

の出口によると、民間事業者が検討を進められるよ

う結果の概要を作成し、地方公共団体のホームペー

ジ等で公表するとあります。 

 事業者のアイデアやノウハウは知的財産の観点か

ら詳細な提案内容は非公開とされるものですが、公

開できる範囲で提案の概要の説明をお願いしたいと

思います。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 今委員おっしゃったとおり、昨年の夏にサウンデ

ィングの市場調査をさせていただきました。２つの

観点から対象となる地域、新居弁天地域の活用の方

法とあとは事業の方式という２点から、当時のにな

りますけれども御提案いただいたのは、１点目の対

象の地域の活用方法に関しまして、まず提案いただ

いたのは４者いただきましたんで、４者の方々から

例えばキャンプ場とかグランピングの施設、そうい

ったものをあそこに造ったらいいんじゃないか、造

りたい、またドッグランですとか親水施設、もとも

とわんぱくランドがありましたし、冷泉等もありま

すのでそういった水辺で遊べるような施設、そうい

った親水施設ですとか、ほかにも飲食店とかマルシ

ェみたいなもの、また物販の施設そういったものを

御提案をいただいて、さらにはやっぱり、もう既に

海湖館ですとか海釣公園、今でもにぎわいをいただ

いていますそういった既存の観光施設がありますの

で、そこと一体的に地域を活性化したいという御提

案が合計４者の方々からいただきました。 

 それに対する２点目の事業の方式についてですけ

れども、やはり都市公園の区域、公園区域というこ

ともあって、都市公園において民間の資本を活用し

た手法としてのＰａｒｋ－ＰＦＩ手法を行いたいと

か、あとは指定管理制度によってやったらどうだっ

ていうような御提案もいただきました。 

 やはり新居弁天地域、今切口だとか太平洋遠州灘

と浜名湖とを結ぶ地域ということもあって、かなり

良好な自然環境ということでもありますので、そう

いった環境を生かして御提案をいただいたというふ

うに思っております。 

 また次に出てくるかもしれませんけれども、今ま

さに公募を行っている最中で、やっぱり議員も御案

内のとおりこの長引くコロナ禍で実際の事業主体が

これだけ観光業とか旅行業が傷んでいるということ

で、今みたいなアイデアはあるんだけれども実際の

ファイナンスというか事業主体の経済的な体力がっ

ていうお話は当時からありましたので、そこはなか

なか今は苦しい状況、厳しい状況っていうのは十分

理解をしておりますので、今回、実際のどんな方が

実際に入れてくれるかはまだ公募中ですので未定で

すけれども、そういった自然環境を生かした上で１

年中にぎわいを見せる施設に、地域になっていただ

けるようになるといいなというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 高柳達弥君。 

○８番（高柳達弥） サウンディング形式でやった

と思うんですが、主な対話項目というかサウンディ

ングでこんな目玉みたいな、そういう提案があった

というのがありますかね、なければいいですが。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 今冒頭に申し上げたような、やっぱりサウンディ

ングという形での、どういった形で市場調査した上

で活用方法がありますかというのをヒアリングさせ

ていただきましたので、今申し上げたのはやっぱり

自然環境を活用してキャンプ場だとかグランピング、
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ドッグランのような、これはやっぱり地理的条件だ

とか今の既存も含めた観光、にぎわいを見せる施設

というような御提案が多かったというふうに認識を

しております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 高柳達弥君。 

○８番（高柳達弥） 分かりました。 

 では次、２番目に行きたいと思います。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○８番（高柳達弥） この結果報告を踏まえ、今後

の整備方針や事業方針、公募条件の整理・検討を進

めていく中で、事業者公募における条件等に検討結

果は生かされたか、また地域住民の意見は生かされ

ているでしょうか、伺います。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 今の１問目にもありましたとおり、サウンディン

グの調査を行わせていただいて、その中での御提案

というか御意見があった中では、事業の方式という

意味ではＰａｒｋ－ＰＦＩを御提案いただきました。

この方式だと、やっぱり建蔽率がかなり優遇されて、

アップされて建物が建てやすくなりますので、かな

りのそういった施設として建てられる施設が多くな

ります。そういったものを今回の公募条件には反映

をさせていただきました。そして、やっぱり飲食店

だとか売店等のそういった設置をした上でそれによ

って収益を、要は稼いでいただいてそれで整備とか

改修もやっていただくと、それは大いに知見を活用

して稼いでいただいて、整備もしっかりやっていた

だこうというようなものを今回公募の形として決定

をさせていただきましたが、そういうものはやっぱ

りサウンディングの調査によって導き出せたのかな

というふうに思っております。 

 また、もう一個の御質問にあった地域の方々から

もやっぱり騒音とかごみの不法投棄等、そういった

地域としての御不安な点っていうのもありましたの

で、そういうのもやっぱり事業者の方々にもお伝え

して地域一体として、特に年間を通じて地域の方々

も愛されるようなそんな地域でということを、今回

の公募条件には反映をさせていただきました。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 高柳達弥君。 

○８番（高柳達弥） 分かりました。こういう施設

ができた場合、お客さんが来て地域の皆さん方が歓

迎して迎えられるようなそういうような施設になっ

ていただきたいなと思いますが、この後の予定とい

うのはどんなふうな形になってくでしょうかね、公

募してあと。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 今後、今公募期間中ですので何社来るのか来ない

のか、これはやっぱり今の応募条件だとかコロナ禍

という厳しい経済状況もありますので、そこはまだ

何とも、我々としても今の時点で予断をもってお伝

えすることはできませんけれども、仮にこういった

御提案が実際に入って、それがプロポーザルの委員

会で承認いただければ、その事業者が決まった暁に

は、やはり当該地域を一体としてにぎわいの生まれ

るような地域になっていくように、我々としても公

募条件はもう設定させていただきましたし、我々が

出した条件で例えば資金面で、市の土地もあります

んでそれが貸付け料が高過ぎるからとかってのはな

いような形では、全うな価格で。あとは自分たちで

稼いで、それだけ収益を上げていただくことも含め

てやらせていただきましたので、そういった施設を

これから一体として造っていただくということを期

待しているところです。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 高柳達弥君。 

○８番（高柳達弥） 今スケジュールの中でプロポ

ーザルの話もありましたが、いただいた中では利活

用事業者の選定ということで10月中旬頃とかってこ

ういうスケジュール、実はこういう関係でいくわけ

ですかね、最終的な利活用業者を選定して進めてい

くというか。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（山本信治） 補足して、私のほうから

今後のスケジュール感のところの部分について、概

要を説明させていただきます。 

 本日４日、今日になりますけれども今日が受付の
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最終になります。計画の内容のプレゼンのほう、３

月の16日から18日の間で実施をしようということで

予定をしております。その後、審査のほうを含めま

して公募設置等の予定者に対しての通知を３月の下

旬に行えればという予定で今検討しております。そ

の後、予定者の方と調整のほうをさせていただきな

がら、基本協定のほうの締結を５月の中旬頃に結べ

ればいいかなというような予定で今組んでおります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 高柳達弥君。 

○８番（高柳達弥） 分かりました。５月に基本協

定を結ばれて、そこから事業者が作業を進めていく

とそういうような段取りなんですね、分かりました。 

 じゃあ、次に３番目の。 

○議長（馬場 衛） ３番目ですね、どうぞ。 

○８番（高柳達弥） 新居弁天地域を観光拠点とし

て整備するとありますが、新居弁天公園を含む周辺

施設はみなとオアシス浜名湖に認定され、代表施設

は海湖館等とされています。新居弁天利活用事業で

新たに整備される観光施設とは、どのような配置づ

け、連携関係になるか伺いたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 これもちょっと今までの答弁と重複するかもしれ

ませんけど、前、公表させていただいた今回の公募

の条件の中に、この地域の地図というのか位置図・

案内図もつけさせていただきましたけれども、やは

り新居弁天地域一体となってにぎわいを生み出せる

ような開発行為というのか事業を行っていただくと

いうような形で、こちらは公募をさせていただいて

おります。 

 ですので、今回の当該地域プラスそれ以外のとこ

ろ、これから利活用に含めるところも含めてという

形で公募をさせていただいてますので、プラス今あ

る海湖館ですとか海釣り公園だとかそういったもの

とは当然地域的にも隣接をしていますから、この地

域一体として大勢の方に訪れてにぎわいを生み出し

ていただくというような形になろうかと思いますし、

結果的にこれが湖西市であったり浜名湖観光圏とい

うか、浜名湖全体の地域の活性化、産業観光の活性

化になるというような地域に位置づけて進めていき

たいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 高柳達弥君。 

○８番（高柳達弥） 分かりました。今この地図も

示されたわけですが、この整備される地域で、一部、 

建物というか施設があります。こう見ますと、この

一番いい場所の中でこういう施設があることは一体

的な利活用に障害があるじゃないかと、また有効な

活用ができないと思いますが、この建物、施設はど

のようにするか、また状況はどういうふうになって

るかということを教えていただきたいなと思います。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 おっしゃるとおりで、今この地図を見せたのはま

さにその地域もあるということをお示ししたかった

のであって、まさにこの真ん中に、これだと赤い地

域と青い地域とこの地図の中にありますけれども、

青い地域も当然そこは含めて一体的に事業として開

発をしていく、事業を行っていくという前提で進め

させていただいております。当然ここは、今の時点

で建物が建ったりですとか住んでおられる方もいら

っしゃいますけれども、そこはこういった形で一体

となって進めていきますよという形で交渉はもう現

在進行形で進めさせていただいておりますので、こ

れは提案ですのでこの建物を使うのか、もしくはさ

らにして別の建物を建てるかとかそれは様々な御提

案の中で決めていこうか、決まっていくことになろ

うかと思いますけれども、いずれにしてもこの地域

が含まれないということはありませんので、この青

い地域も含めた上で一体として進めていくというの

は変わっていませんし、現在進行形でそこは相手方

の方とも詰めさせていただいております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 高柳達弥君。 

○８番（高柳達弥） よく分かりました。この新居

弁天地域の整備によって、浜名湖地域を拠点として

全国で注目される観光地となるよう整備されること

を期待して終わります。 

 最後に、ちょっとお話をしたいと思いますが、市
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長の施政方針の中で帝京大学ラグビー部の監督の

「挑戦的な失敗、チャレンジしたミスを奨励する」

という大変いいお話がありましたが、以前のことで

すが湖西市では職員に対しまして市長が、これちょ

っと堅苦しい話になるもんでちょっと関西弁で言わ

せてもらうと、市民のためになるならどんどんやり

なさいと、失敗しても我が責任を取るからまずおや

りなされとこんなふうなことを、関西じゃないです

がそんなふうに言っていた市長がございます。それ

でその当時、本当にそれを聞いて職員はいろんな事

業に積極的に取り組んでいたことが思い出されます。 

 それからまたいろいろ替わりましてその後、失敗

したら職員に責任を負わすという市長もいました。

そういうのもありましたが、今は若い職員から斬新

なアイデアがいろいろ出されているようで、それを

影山市長が取り入れ、幾つかの事業が生まれて成果

が上がっていると聞いています。 

 職員の業務へのチャレンジ、挑戦に対し、失敗し

てもいい、市長の俺が責任を取るから職員を信頼し

とると、大きな気持ちでどんどん仕事をやれと、こ

ういうことが大事だと思います。そして、そういう

ことではないかなと思います。そして市長の描いて

いる持続可能なまちづくりがこの市制50周年を機に

できていくではないかと挨拶を聞いていまして思い

ました。 

 そういうことで市長、改めて全力投球でお願いし

たいなと思いますが、そこら辺で市長の職員に対す

る思いっていうんですか、そういうのをお伝えして

いただければと思いますけど、どうでしょう。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 施政方針の中のさっきの帝京の岩出監督のことも

そうですけど、施政方針のその辺に触れていただい

たのは初めてかなと思いますのでありがとうござい

ます。 

 また、先ほどのいわゆるどんどん前向きなチャレ

ンジとか、もちろん失敗してもいいとかそこら辺は

サントリーの佐治さんとかもそうでしたけど、やっ

てみなはれ的な精神は、どんどんこの市役所の職員

だってやっぱりチャレンジをしていただきたいと。

その市民サービスの向上という点では、もちろんこ

の今の今日のサウンディングというか観光開発だっ

てほかのこともそうですし、今日出た様々な水道事

業とか学校の再編だって、どれが一番絶対的な正解

なのかということは断定はできないと思いますので、

ただやっぱり今までどおりをそのまま続けていって

は、やはり持続可能というかこの人口減少社会の中

で生き残ってはいけないわけで、そこは前向きなチ

ャレンジ、例えば今回の、今議員もおっしゃったよ

うな市の職員からの、若手も含めた職員の方々から

の前向きな提案、みらいのこさい事業であったりで

すとかその中でのパートナーシップ、ファミリーシ

ップも今回４月から始まることになりましたし、ハ

ッピーアニバーサリーのようなそういった、物事の

大きい小さいは別として前向きな行政サービスだと

か市民サービスの向上というものは、大いに奨励し

たいしやっていただきたいと思ってます。もちろん、

責任という意味では当然責任者は僕のほうになりま

すので、そういった形での責任はこちらのほうで負

いたいと思っていますので、チャレンジはこれから

も引き続きお願いしたいし奨励していきたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 高柳達弥君。 

○８番（高柳達弥） たとえお役所の仕事ですか、

職員というか行政に携わってる人は失敗すると往々

にして将来が、先がなくなるような形というのがお

役所の大体昔からのそういう流れになっております

ので、やっぱりそういう方は失敗したくてするんじ

ゃなくて挑戦してそういう形になるもんですからそ

ういうことをよく受け止めていただいて、そういう

形の中でいろんな意見を取り入れた中でよりよく職

員が活躍できるようにして、結果的には湖西市がよ

くなってくというようなそんなふうな形にいってい

ただきたいなとそんなふうに思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 これで質問を終わります。ありがとうございまし

た。 

○議長（馬場 衛） 以上で、８番 高柳達弥君の

一般質問を終わります。 
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 これをもちまして、本日予定しておりました一般

質問を終わります。 

───────────────── 

 以上で、本日の日程は終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでご

ざいました。 

午後３時22分 散会 

───────────────── 

 


